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担当府省名

テーマ等

指摘事項

⑦に説明する通り、本事業については、ユーザニーズを満たす衛星の具体的仕様を検討するため
の調査等を実施するための予算とする方向で検討し、当該予算が措置されれば、衛星に対する安
全保障用途のニーズを抽出し、それを満たす仕様をより正確に特定するために、平成26年度の可
能な限り早期に、安全保障政策担当省庁を含む関係行政機関等との間で会議を設定し、検討を
深める。

⑦に説明する通り、本事業については、ユーザニーズを満たす衛星の具体的仕様を検討するため
の調査等を実施するための予算とする方向で検討し、当該予算が措置されれば、衛星に対する
ニーズ及びそれを満たす具体的仕様をさらに正確に抽出するために、平成26年度の可能な限り早
期に、関係行政機関や民間事業者等との間で会議を設定し、検討を深める。

⑦に説明する通り、本事業については、ユーザニーズを満たす衛星の具体的仕様を検討するため
の調査等を実施するための予算とする方向で検討し、当該予算が措置されれば、上記①、②で抽
出されたニーズを満たすために必要な機能を持つ衛星システムを構築するための費用を積算し、
他の手段と比較した場合を含む費用対効果をより詳細に検討する。

⑦に説明する通り、本事業については、ユーザニーズを満たす衛星の具体的仕様を検討するため
の調査等を実施するための予算とする方向で検討し、当該予算が措置されれば、各種調査結果
等を踏まえ、関係行政機関等との間の会議において役割分担の在り方につき検討を行う。

備考

関係省庁との役割分担等の更なる明確化を図る。

内閣府

①５年間で５００億円の多額の税金を利用する投資であるにもかかわらず、概算要求後、安全保障という目的を外すなどそもそも目的がぶれており、
②本来検討しなければならない「ユーザーニーズ」や
③「費用対効果」も十分に検討されておらず、
④関係省庁との調整も十分に行われていないと判断せざるを得ない。
また、
⑤官民の役割分担も不明確であり、民間のニーズの把握も欠如していると判断されるが、仮に民間ニーズがあるのであれば、
⑥民間資金の活用を視野に入れるべきではないか。
⑦このような状況の中では予算化の必要性は見出せないのではないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

広域災害監視衛星ネットワークの開発・整備・運用

検討の方向性

上記①、②において抽出されたニーズに基づき、費用対
効果をより詳細に検討する。

②ユーザーニーズの検討（民間ニーズも含む）
衛星の具体的仕様について、関係行政機関及び民間事
業者のニーズを踏まえたものとなるよう、関係機関との
調整を深める。

①概算要求後、安全保障という目的を外すな
どそもそも目的がぶれている

衛星の具体的仕様について、我が国の安全保障に適し
たものとなるよう、関係行政機関等との調整を深める。

③費用対効果の検討

④関係省庁との調整
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⑦に説明する通り、本事業については、ユーザニーズを満たす衛星の具体的仕様を検討するため
の調査等を実施するための予算とする方向で検討し、当該予算が措置されれば、各種調査結果
等を踏まえ、関係行政機関や民間事業者等との間の会議において、官民の役割分担の在り方に
つき検討を行う。

⑦に説明する通り、本事業については、ユーザニーズを満たす衛星の具体的仕様を検討するため
の調査等を実施するための予算とする方向で検討し、当該予算が措置されれば、各種調査結果
等を踏まえ、関係行政機関や民間事業者等との間の会議において、民間資金の活用可能性につ
き検討を行う。

上記①～⑥の検討を更に深めるために、本事業については、ユーザニーズを満たす衛星の具体
的仕様を検討するための調査等を実施するための予算とする。

⑥民間資金の活用 民間資金の活用の可能性について検討を行う。

⑤官民の役割分担

「開発・整備・運用」のための予算ではなく、ユーザニー
ズを満たす衛星の具体的仕様を検討するための調査等
を実施するための予算とする方向で検討する。

⑦予算化の必要性

事業の執行等における官民の役割分担の更なる明確化
を図る。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　国が実施する研究開発については、総合科学技術会議
により、国と民間の役割分担を含め、重点化が既に図ら
れているところ。

　総務省

事業目的の達成に向けた国の役
割についても、これらの事業は民
間企業が実施すべきと考えられ、
また、実態として特定大企業への
補助となっているなど、明確とは言
い難く、③国はコーディネートに重
点を置くなど、民間との役割を整
理すべきではないか。

（ＩＣＴの研究開発に関する事業）
国が行う情報通信技術の研究開発の目的については、国が支援するもののクライテリアがよくわからない点があり、明確になっているとは言い難く、①国が行う必要性を整理すべきではないか。
②国が実施する場合はＢ／Ｃ等を計算すべきではないか。
事業目的の達成に向けた国の役割についても、これらの事業は民間企業が実施すべきと考えられ、また、実態として特定大企業への補助となっているなど、明確とは言い難く、③国はコーディネートに重点
を置くなど、民間との役割を整理すべきではないか。
目的達成のための事業の実施方法についても、現在の国の事業のやり方は民間事業者の研究開発支援の面もあることから、適切とは言い難く、④委託と補助の整理を行ったうえで、原則補助とし、補助率
の低下や案件の絞り込みを行うべきではないか。
これまでの事業の成果が十分であったとは言い難い。⑤事業として適切かどうかの評価方法をつくる必要があるのではないか。

（ＩＣＴの高度利活用の促進に関する事業）
ICTの高度利活用の推進に関する事業については、普及させるための具体的な方法が不明であるなど、その成果が十分に検証されているとは言い難く、他の地域にも普及・活用されているとは言い難い。⑥
普及の見込みの立てられない事業については、実証実験しないべきではないか。
事業の目的やビジョンは、実証のための実証となっているなど、明確とは言い難く、また、関係機関との調整も十分とは言い難い。
このため、⑦普及を前提とした事業計画の作成やコスト便益の計算を行うなど、具体的な普及のためのプロセスを明確にすべきではないか。
⑧また、補助として実施側がリスクを負う形で実施すべきではないか。
⑨併せて、他の関係省庁との連携強化を担保すべきではないか。

国が行う情報通信技術の研究開
発の目的については、国が支援す
るもののクライテリアがよくわから
ない点があり、明確になっていると
は言い難く、①国が行う必要性を
整理すべきではないか。

②国が実施する場合はＢ／Ｃ等を
計算すべきではないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

ICTの研究開発及び高度利活用の促進に関する事業
（情報通信分野の研究開発に関する調査研究 、超高速・低消費電力光ネットワーク技術の研究開発、独立行政法人情報通信研究機構運営費交付金、戦略的情報通信研究開発推進制度、ICTによる新産
業の創出、ICTを活用した新たな街づくり実現のための環境整備、ICTを活用した新たな街づくり実現のための実証、ICTによる社会課題解決の推進）

検討の方向性

　国が実施する研究開発については、総合科学技術会議
により、国と民間の役割分担を含め、重点化が既に図ら
れているところ。

備考

　研究開発の効果のより良い測定方法については、引き
続き総合科学技術会議とも協力して検討。

　引き続き、総合科学技術会議と連携し、国と民間の役割分担等を含めた重点化を進める。

　なお、平成２７年度予算要求に向け、科学技術に関する予算等を有望な分野や政策に重点的
に配分し有効に活用するための「平成２７年度　科学技術に関する予算等の資源配分の方針」
の決定は平成２６年７月頃なされると考えるが、本決定に向けた総合科学技術会議重要課題専
門調査会が、平成２６年４月の取りまとめを目指し昨年１０月に開始されており、すでに各戦略
協議会やWGにおいて議論が行われているところ。
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　事業化段階に近いビジネスモデル実証フェーズについては、補助金スキームとするとともに、
民間事業者には負担を求めることとした。
　また、委託スキームによる研究開発については、従前より公募時に「官民費用分担にかかる
申告書」の提出を求めており、受託者側に一定の負担を約束させた上で契約をしているところ。

　引き続き、総合科学技術会議と連携し、国と民間の役割分担等を含めた重点化を進める。

　なお、平成２７年度予算要求に向け、科学技術に関する予算等を有望な分野や政策に重点的
に配分し有効に活用するための「平成２７年度　科学技術に関する予算等の資源配分の方針」
の決定は平成２６年７月頃なされると考えるが、本決定に向けた総合科学技術会議重要課題専
門調査会が、平成２６年４月の取りまとめを目指し昨年１０月に開始されており、すでに各戦略
協議会やWGにおいて議論が行われているところ。

　関係省庁との連携については、ご指摘を踏まえつつ、引き続き政府ＣＩＯの下での概算要求の
各省横断的な総合調整とともに、実証プロジェクトを連携して実施するなど、連携強化を図って
いくこととする。

目的達成のための事業の実施方
法についても、現在の国の事業の
やり方は民間事業者の研究開発
支援の面もあることから、適切とは
言い難く、④委託と補助の整理を
行ったうえで、原則補助とし、補助
率の低下や案件の絞り込みを行う
べきではないか。

　国が責任をもって成功させる必要のある（リスクの高い）
研究開発を「補助金」で実施することは、実施主体や責任
の所在が不明確となることから、全面的に指摘へ対応す
ることは困難。

　今後の実証プロジェクトの実施に当たっては、実証期間内により多くの成果が得られるよう、
十分な実証期間の確保に努めることを念頭に置きつつ、契約締結時において明確な目標設定
の徹底を図り、事業終了後早期に、実証プロジェクトの目標達成度の検証や課題の抽出等を行
うこととし、このような取組を通じて、各事業の終了までに、国の事業としてのＰＤＣＡを明確にし
ていくこととする。
　また、事業の実施に当たっては、単なる個別の地域や事業の支援ではなく、標準的・共通的な
仕様やルールの策定を行う等、普及展開を見据えたものに限定して実施するとともに、事業全
体として必要な費用を明らかにし、受託者と国の費用負担について明確化を図ることとする。
　さらに、事業継続性や成果の普及展開については、実証プロジェクトの実施を通じて、実証終
了以降も事業が継続するようなモデルの明確化を図ることとする。

　ご指摘を踏まえつつ、引き続き政府ＣＩＯの下で、関係省
庁との連携の強化を図っていくこととする。

⑧また、補助として実施側がリスク
を負う形で実施すべきではない
か。

⑨併せて、他の関係省庁との連携
強化を担保すべきではないか。

これまでの事業の成果が十分で
あったとは言い難い。⑤事業として
適切かどうかの評価方法をつくる
必要があるのではないか。

ICTの高度利活用の推進に関する
事業については、普及させるため
の具体的な方法が不明であるな
ど、その成果が十分に検証されて
いるとは言い難く、他の地域にも
普及・活用されているとは言い難
い。⑥普及の見込みの立てられな
い事業については、実証実験しな
いべきではないか。

事業の目的やビジョンは、実証の
ための実証となっているなど、明
確とは言い難く、また、関係機関と
の調整も十分とは言い難い。
このため、⑦普及を前提とした事
業計画の作成やコスト便益の計算
を行うなど、具体的な普及のため
のプロセスを明確にすべきではな
いか。

　ご指摘を踏まえ、明確な目標設定など、ＰＤＣＡの更なる
具体化・明確化を図ることとする。
　また、実証の実施に当たっての計画の更なる具体化を
行うとともに、実証プロジェクトの実施を通じて費用負担モ
デルの検証を行うこととする。

　研究開発に係る評価の在り方は、総合科学技術会議で
定める「国の研究開発評価に関する大綱的指針（内閣総
理大臣決定）」で定めているところであり、その改善につい
ては、引き続き総合科学技術会議と協力して検討。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

・事業実施までに、外部有識者を構成員とする研究会において、コスト抑制に関
する指標を設定する。
・費用対効果や技術環境の変化への対応などについて検討し、国民にもわかり
やすく、理解される工程表を示す。

備考

総務省

また、③実証数も絞り込むなど、総
務省は裏方に徹するべきではない
か。

（フューチャースクール推進事業等（総務省所管事業））
フューチャースクール推進事業、先導的教育実証事業については、少ない予算でより効果を上げるという発想に欠けており、事業の目的、ビジョンが明確とは言い難い。また、事業
の効果検証も十分とは言い難く、事業効果がほとんど上がっていない状況にある。
そもそも、教育のＩＣＴ化の全国展開に向けた、具体的で実行可能な工程・期間が示されていない。①コスト抑制に関する成果指標を設定し、費用対効果や全体像、技術環境の変
化への対応など、国民にもわかりやすく、理解される工程表を示すべきではないか。
②今後については、「クラウド」ということで何でもプロジェクトを起こすのではなく、
また、③実証数も絞り込むなど、総務省は裏方に徹するべきではないか。

フューチャースクール推進事業、
先導的教育実証事業については、
少ない予算でより効果を上げると
いう発想に欠けており、事業の目
的、ビジョンが明確とは言い難い。
また、事業の効果検証も十分とは
言い難く、事業効果がほとんど上
がっていない状況にある。
そもそも、教育のＩＣＴ化の全国展
開に向けた、具体的で実行可能な
工程・期間が示されていない。①コ
スト抑制に関する成果指標を設定
し、費用対効果や全体像、技術環
境の変化への対応など、国民にも
わかりやすく、理解される工程表を
示すべきではないか。

②今後については、「クラウド」とい
うことで何でもプロジェクトを起こす
のではなく、

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

ICTを活用した教育学習の振興に関する事業
（フューチャースクール推進事業、ICTによる社会課題解決の推進、教育分野における最先端ICT利活用に関する調査研究）

検討の方向性

　教育分野におけるＩＣＴ化については、「世界
最先端ＩＴ国家創造宣言」等の政府方針や、与
党「情報化教育促進議員連盟決議」等の方針
で、2010年代中の実現が明記されているた
め、指摘を踏まえながら、文部科学省と連携し
て取り組みを進める。

　本事業は、教育分野にクラウド、HTML5等の
最新の情報通信技術を導入することにより、コ
ストの低廉化や多様な端末が利用可能になる
など、教育分野でより効果的な利活用を促進
すると考えられることから、教育分野の特性を
踏まえて実証を行うものである。

　指摘を踏まえ、文部科学省との役割分担や
事業での連携内容を確認した上で、適切な事
業規模とする。

・通信環境や学校の規模の観点から、モデル性の高い箇所に絞り込んで実証
事業を実施する。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

●広報文化外交戦略を策定し、在外公館及び国際交流基金においては、本戦略を踏まえ
た戦略的な資源配分を行い、当該資源配分に基づき事業を実施する。

●成果指標についてもより効果的な在り方を検討した上で設定し、評価結果を次年度の事
業実施に反映することにより、ＰＤＣＡサイクルの十分な確立を目指す。

外務省

①海外における在外公館、国際交流基金の文化芸術交流事業ともＰＤＣＡサイクルが必ずしも十分に確立されていない。今後、戦略をもとに具体的な目標や重要地域を定めるべきではないか。
②適切な成果指標を設定するとともに、
③個々の事業の評価については、例えば、
・米国の様々な評価手法を参考にすることや
・事前と事後のアンケートは５段階程度にして中央値を評価に含めないこと
等の取り組みが必要ではないか。
④また、一定の規模以上のイベントについては、
・参加者等に対し次回開催に向けた寄付を集めることや、
・次回有料化しても参加したいかのアンケートを行う
等の工夫を検討することが必要ではないか。
⑤在外公館及び国際交流基金の文化芸術交流事業の役割分担に関する説明が不十分であり、より具体的な役割分担が必要ではないか。
⑥在外公館は、当該国における企画・立案の司令塔としての役割や現地の政治的ネットワーク構築等に重点化する一方、国際交流基金は、専門性を活かした事業に重点化するなど、両主体の役
割分担のあり方を明確化するべきではないか。

①海外における在外公館、国際交流基
金の文化芸術交流事業ともＰＤＣＡサイ
クルが必ずしも十分に確立されていな
い。今後、戦略をもとに具体的な目標や
重要地域を定めるべきではないか。

●広報文化事業の効果に関する調査や他国の機関の例の情報収集を今年度中に実施す
る。それに基づき評価にあたっての適切な成果指標の設定や評価の方法のより効果的な
あり方について検討を実施し、在外公館及び国際交流基金における個々の事業評価の改
善に取り組む。

②適切な成果指標を設定するとともに、

備考個別項目 実施内容・方法・スケジュール

広報に関する事業（海外広報、独立行政法人国際交流基金運営費交付金、海外における文化事業等）

検討の方向性

・指摘を踏まえ、広報文化外交の戦略を策定し、戦略
を踏まえた事業の実施により、ＰＤＣＡサイクルの確立
につなげることとする。

④また、一定の規模以上のイベントにつ
いては、
・参加者等に対し次回開催に向けた寄
付を集めることや、
・次回有料化しても参加したいかのアン
ケートを行う
等の工夫を検討することが必要ではな
いか。

・「海外における対日理解の増進，親日感の醸成及び
我が国の政策への理解を促進する（広報事業）」，「文
化交流事業の展開・促進・支援により，日本文化及び
その背景にある価値観等を伝達し，各国国民の対日
理解を促進し，また，親日感の醸成を図る（文化事
業）」（政策評価における目標）という目標の達成に向
け，事業実施を通じて得られた効果に関する適切な評
価方法のあり方について検討し、個々の事業の評価
の改善につなげることとする。

③個々の事業の評価については、例え
ば、
・米国の様々な評価手法を参考にする
ことや
・事前と事後のアンケートは５段階程度
にして中央値を評価に含めないこと
等の取り組みが必要ではないか。
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・指摘を踏まえ，在外公館と国際交流基金のそれぞれ
の強みを活かす形での文化事業の検討・実施を行うこ
ととする。

●在外公館及び国際交流基金の文化芸術交流事業については、外務本省で策定する広
報文化外交戦略を踏まえて実施することとし、在外公館が当該国における広報文化交流
事業方針を定め、国際交流基金が当該方針を踏まえて具体的な事業を実施するという関
係を構築する。

●在外公館は、広報文化外交戦略及び在外公館別の広報文化交流事業方針を踏まえ、
国の代表機関として，外交上の優先課題に基づき文化芸術交流事業を行う。事業実施に
当たっては，現地の共催団体や協力者のリソースを活用する。

●国際交流基金は、広報文化外交戦略及び在外公館別の広報文化交流事業方針を踏ま
え、在外公館と緊密な連携を図りつつ，専門機関として長年培ったノウハウやネットワーク
といった専門性をさらに高め，一流の文化人・専門家の派遣や多様なスキームを複合的に
組み合わせた事業に重点化する。

同上 同上

⑤在外公館及び国際交流基金の文化
芸術交流事業の役割分担に関する説
明が不十分であり、より具体的な役割分
担が必要ではないか。

⑥在外公館は、当該国における企画・
立案の司令塔としての役割や現地の政
治的ネットワーク構築等に重点化する
一方、国際交流基金は、専門性を活か
した事業に重点化するなど、両主体の
役割分担のあり方を明確化するべきで
はないか。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考

ＯＤＡ大綱の理念に沿ってＯＤＡの戦略的な活用を進め
ていく中で，今後とも援助実施に当たり，特に所得水準
の高い国については，有償資金協力の活用を最大限
追求する。

「秋のレビュー」の指摘を受けて改めて検討を行い，今後は，世銀の分類を主
たる目安としつつ、所得水準の相対的に高い国については有償資金協力を活
用することを最大限追求する方針を徹底することとしている。また、融資機関た
る世銀による事業と我が国ＯＤＡの単純比較はできないが，世銀の分類を主た
る目安としつつ，所得水準の高い国に対しては、②の方針に沿って無償資金
協力を実施することとしている。

有償資金協力の活用を最大限追求しつつ，無償資金協
力の活用については，世銀の分類を主たる目安としつ
つ，効果の高い事業となるよう，様々な観点を踏まえ
て，開発協力適正会議等を通じ個別に検討していく。

所得水準の高い国に無償資金協力を供与する際には，我が国の対外政策（二
国間関係，国際展開政策等），当該途上国の債務状況・経済規模・脆弱性，案
件の性質（緊急性・迅速性，人道性，地球規模課題への対応等）等といった観
点から具体的に精査し，効果の高い事業に供与することとする（２６年度から実
施）。
上記観点は，年度内に開発協力適正会議でより具体的な形で説明し，外部有
識者の間で議論したうえで公表する（議事録は全て公開）。

適切な援助形式については，これまで事業の着手に先
立ち検討を行ってきているが，PDCAサイクルの中でも
検証していく。

外務省が実施するＯＤＡ評価において，中所得国以上の対象国で実施された
無償資金協力について案件計画段階で想定された意義が実際にあったかとの
点を含めて評価することとする。平成26年度における評価において実施。

下記⑤にかかる検討状況を踏まえつつ，レビューシート
にサブスキーム毎の成果の記載を盛り込む方向で検討
する。シートの構成については，技術的な観点から引き
続き検討する。

平成26年度事業レビューシートの作成に際し，サブスキーム毎の成果の記載
を盛り込む方向で検討する。シートの構成については，例えば同じ記述が複数
シートで重複するような非効率な構成・記載とならないよう技術的な観点から
検討する。

サブスキームの整理統合も視野に継続的に検討してい
く。

サブスキームの整理統合について継続的に検討し，平成26年度予算の執行
の段階で検討結果を反映させる。

外務省

経済協力に関する事業（無償資金協力）

個別項目

①我が国の現下の財政状況に鑑みれば，世銀ガイドラインの基準を超えた所得水準の国には，有償資金による援助を実施することを基本とするべきではないか。
②有償・無償の判断基準が極めて不明確であり，無償資金協力の活用は，あらかじめ，例えば緊急性，人道性，対象国の財政状況を含む基準を明確に示した上で，それを満たす場合に
限って実施するべきではないか。
③また，中所得国以上の国に無償資金による援助を実施した場合，事業実施後に無償による援助が適当であったか否かの評価を行うことを検討すべきではないか。
④無償資金協力におけるＰＤＣＡを強化する観点から，毎年度，サブスキームごとのレビューシートを作成するべきではないか。
⑤サブスキームの整理統合について不断の見直しを行っていくことが必要ではないか。

⑤サブスキームの整理統合について不
断の見直しを行っていくことが必要では
ないか。

①我が国の現下の財政状況に鑑みれ
ば，世銀ガイドラインの基準を超えた所
得水準の国には，有償資金による援助
を実施することを基本とするべきではな
いか。

②有償・無償の判断基準が極めて不明
確であり，無償資金協力の活用は，あら
かじめ，例えば緊急性，人道性，対象国
の財政状況を含む基準を明確に示した
上で，それを満たす場合に限って実施
するべきではないか。

③また，中所得国以上の国に無償資金
による援助を実施した場合，事業実施
後に無償による援助が適当であったか
否かの評価を行うことを検討すべきでは
ないか。

④無償資金協力におけるＰＤＣＡを強化
する観点から，毎年度，サブスキームご
とのレビューシートを作成するべきでは
ないか。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

平成２６年１月、採択大学に、各大学が育成しようとするグローバル人材像のうち、産業
人材の育成という観点から定性的・定量的な検証を行うよう通知し、各大学の検証結果
を取りまとめ、年度末までにＨＰ等で公表する。
そこで示された検証結果は、以降も恒常的にフォローアップを行い、事業のより効果的な
実施に努める。

備考

文部科学省

（グローバル人材育成）
①グローバル人材の定義については、具体性がなく総花的なものとなっているため明確とは言い難い。産業人材の育成に重点化した上で、検証可能な人材の定義を行い、それを明確に提示すべ
きではないか。
②また、我が国のグローバル人材の層を厚くするためには、プログラムによる部分的なグローバル化ではなく、大学内の教育体制を見直して外国人教員の割合を高めるなど、大学全体が国際標
準になるようにすべきではないか。
③「グローバル人材育成推進事業」と「大学の世界展開力強化事業」は、事業の内容について、国内の大学自身による教育ではなく留学を前提としていること、検証可能な指標の設定が不十分で
あるなどの点で有効とは言い難く、
・検証可能な成果指標の設定、
・事業の整理統合、
・育成する人材像に即した取組を支援、
・英語偏重の事業内容の見直しなどを行うべきではないか。
④「スーパーグローバル大学事業」は、事業の実施により、どのような効果を目指しているかという事業の目的が明確とは言い難く、
・事業内容を明確にして支援対象を限定、または、
・既存事業と整理統合を行うべきではないか。
⑤また、従来事業についての検証が不十分であるので、新規事業の立ち上げは、従来事業の課題への対応を踏まえ、具体的な成果指標を設定するなどした上で行うべきではないか。
（大学改革）
⑥「国立大学改革の強化推進」については、「国立大学改革」で行おうとしていることが明確とは言い難く、大学ごとのミッションに客観的な評価を加え、再定義した上で、改革の意義を明確化した
大学だけを支援対象とすべきではないか。
⑦また、本事業の内容は、現在の形のままであれば大学の本来業務ではないかとの点から「国立大学改革」に資するものとは言い難く、
・大学の自主的な改革に資する事業に支援対象を限定・明確化、
・他の類似事業との整理統合などを行うべきではないか。
⑧少なくとも大学自身が負担しないものについては支援しないべきではないか。
⑨「大学改革加速プログラム」の目的については、公・私立大学が自助努力で行うべきものであることから明確とは言い難く、国で実施すべき事業ではないので、このままの形で事業化することは
適切ではないのではないか。

①産業人材の育成に重点化し
た上で、検証可能な人材の定
義を行い、それを明確に提示
すべきではないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

大学の教育研究の質の向上に関する事業（グローバル人材育成及び大学改革）

検討の方向性

産業人材の育成という視点は、各大学の事
業の出口管理という観点からも重要と認
識。そのため、「グローバル人材育成推進
事業」について、各大学が育成しようとする
グローバル人材像のうち、産業人材の育成
という観点からも検証を行うとともに、その
結果をＨＰ等で発信することとしたい。
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既存の「グローバル人材育成推進事業」と「大学の世界展開力強化事業」については、

・外国人教員や国外の大学で学位取得をした日本人教員等の比率、
・学生の語学力、日本人学生の海外留学者数、外国人留学生の受入数、
・外国語による授業科目の実施率（外国語教育を主たる目的とするものを除く）、
・年俸制、テニュアトラック制の導入、
・外国人や外国での学位取得者の積極登用　等

の大学全体の国際標準への適合についての状況を把握するための通知を、平成２６年
１月に各大学に発出。これらの調査結果を取りまとめ、年度末までにＨＰ等で公表。
「スーパーグローバル大学事業」についても、同様の数値や状況を申請に際して各大学
に提出をさせ、達成目標等として活用。

・検証可能な成果指標の設定
　上記②の通り

・事業の整理統合
　左記「検討の方向性」の通り

・育成する人材像に即した取組を支援
　上記①の通り

・英語偏重の事業内容の見直し
本事業は、英語力の向上のみを目的としたものではなく、日本人学生の海外留学を推進
するための体制整備を行うものであるが、英語に偏重していないことを示す具体的な取
組内容等を年度末までにＨＰ等で公表。

③
・検証可能な成果指標の設
定、
・事業の整理統合、
・育成する人材像に即した取
組を支援、
・英語偏重の事業内容の見直
しなどを行うべきではないか。

「グローバル人材育成推進事業」は日本人
学生の海外留学の促進を主な狙いとするも
のであるが、今後、同事業と「大学の世界展
開力強化事業」においては、外国人教員や
国外の大学で学位取得した日本人教員等
の比率、外国語による授業科目の実施率
等についても、各大学の状況を成果指標と
して把握することとしたい。
また、「グローバル人材育成推進事業」採択
大学が「スーパーグローバル大学事業」とし
て採択された場合には、これらの大学は
「スーパーグローバル大学事業」実施大学
として、同事業からのみ補助金を手当てす
ることとする（「グローバル人材育成推進事
業」からは手当てしない）。なお、その他の
「グローバル人材育成推進事業」採択大学
については、①～③に記載した方向性を新
たに事業の趣旨・取組として加えることで、
事業の内容の見直しを行う。

②外国人教員の割合を高める
など、大学全体が国際標準に
なるようにすべきではないか

「グローバル人材育成推進事業」では、学
生の語学力や、海外留学で単位を取得した
学生数のほか、外国人教員や国外の大学
で学位取得した日本人教員等についての達
成目標を公募の段階で各大学に示させてお
り、これらの割合を高めることにより、大学
全体の国際標準への適合を進めることとし
ている。
また、「大学の世界展開力強化事業」や
「スーパーグローバル大学事業」について
も、これらの数値の把握や、指標としての設
定等を行うこととしたい。
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左記「検討の方向性」の通り

「スーパーグローバル大学事業」は平成２６年４月からの公募開始を予定。公募に当たっ
ては、例えば、

・日本と海外の大学の両方の学位を取得できる「ジョイント・ディグリープログラム」の構
築数、
・ジョイント・ディグリープログラムに参加する日本人学生と外国人留学生の数、
・海外に設置する拠点の数、
・優秀な外国人教員を呼び寄せるに足る人事・教務制度の整備　等

の状況について、定量的・定性的な成果指標を設定することとしたい。

平成25年11月26日に｢国立大学改革プラン｣をとりまとめ、 (1)強み特色の重点化、(2)グ
ローバル化、(3)イノベーション創出、(4)人材養成機能の強化を視点として、学長のリー
ダーシップにより、中期目標・中期計画に基づき、組織再編、資源配分を最適化し、各大
学の強み・特色を最大限に活かした機能強化を進めるという国立大学改革の方向性を
明確化した。
また、ミッションの再定義において、全国的又は政策的な観点からの強みに関するデー
タや大学の教育・研究等の特色に関するデータなどの客観的データに基づき、各大学の
強み・特色・社会的役割を明確化し、これらを踏まえて、各大学が自主的に機能強化の
ための組織再編等を図る改革の取組を支援対象とする。平成25年度の事業選定から、
計画調書等の提出書類により確認を行う。

⑥『「国立大学改革」で行おうと
していることが明確とは言い難
く、大学ごとのミッションに客観
的な評価を加え、再定義した
上で、改革の意義を明確化し
た大学だけを支援対象』とする
ことについて。

「国立大学改革」の内容を明確化し、ミッショ
ンの再定義により明らかになった各大学の
強み・特色・社会的役割を、より強化するた
めの組織再編等の改革構想を支援対象と
する。

⑤従来事業の課題への対応を
踏まえ、具体的な成果指標を
設定するなどした上で行うべき
ではないか。

従来事業である「大学の国際化のための
ネットワーク形成推進事業」からは、多くの
外国人学生を惹きつける魅力的なプログラ
ムの構築や海外展開、外国人と日本人学
生の協働・共学の機会促進、優秀な外国人
教員を呼び寄せるに足る人事・教務制度の
整備等が課題であることが明らかになった。
したがって、「スーパーグローバル大学事
業」の立ち上げにあたっては、これらに関す
る成果指標を設定することとしたい。

④「スーパーグローバル大学
事業」は、既存事業と整理統
合を行うべきではないか。

「グローバル人材育成推進事業」採択大学
が「スーパーグローバル大学事業」として採
択された場合には、これらの大学は「スー
パーグローバル大学事業」実施大学として、
同事業からのみ補助金を手当てすることと
する（「グローバル人材育成推進事業」から
は手当てしない）。なお、その他の「グロー
バル人材育成推進事業」採択大学について
は、①～③に記載した方向性を新たに事業
の趣旨・取組として加えることで、事業の内
容の見直しを行う。

12



上記の取組について、構想の熟度・実現可能性、工程の妥当性、支援期間終了後の継
続性・発展性等を主な選定の観点とし、大学の自主的な改革に資する事業に支援対象
を限定。平成25年度の事業選定から、計画調書等の提出書類により確認を行う。また採
択事業の実施については中期計画の変更を課すことで、達成目標・達成時期を明確化
する。
また、上記｢国立大学改革プラン｣を踏まえ、各大学の改革の意義を明確にし、大学の自
主的な改革に資する取組に対象を限定することで、他の事業との違いをより明確にす
る。また、事業選定時及び既存事業の毎年度の査定時には、限られた予算をできるだけ
効果的に活用できるよう、他事業との関係、連携等についても精査を行う。

補助期間終了後も継続して事業を実施することを前提として事業計画を策定することとし
ている。このため、平成24年度の採択事業から、補助期間中より大学の自己負担を求
め、補助金額は逓減させることとしている。

　事業内容について、以下の通り抜本的に見直した。
①個別プロジェクト支援の対象に国立大学を追加し、国公私立大学を支援対象とする。
②支援するテーマを教育再生実行会議の提言に記載されている事項のうち、大学教育
の質向上のため早急に対応すべきテーマに限定する。

また、指摘事項には記載されていないが、議論の中で指摘された点に関して、予算編成
又は事業公募までに以下の通り対応する。
○収容定員による大学の規模毎に支援件数を設定したことにより、規模の小さな私立大
学を救済するための補助金と指摘されたことに対応し、各テーマ毎に必要な件数を設定
する。
○各大学が設定する成果指標だけでは、甘く設定することも考えられ、意味がないとの
指摘に対応し、各大学が設定する成果指標に加え、各テーマ毎及びテーマ共通の成果
指標を有識者の意見を踏まえ文部科学省が設定し、ダブルチェックを行う仕組みに改め
る。
また、３年目に中間評価を実施し、成果が見られなければ補助金の減額等を実施する。
○情報公開をきちんと行うべきとの指摘に対応し、各大学毎に事業の進捗状況及び成
果を公表することを義務付けすることに加え、ネットワークで各プロジェクトの成果を普及
し、その状況を確認する。
○事業名称が事業内容を正確に表しておらず、他事業との混同や事業内容への誤解を
与えたことに対応し、事業名称を変更する。
　【変更前】「大学改革加速プログラム」
　　　　　↓
　【変更後】「大学教育再生加速プログラム」

⑨このままの形で事業化する
ことは適切ではないのではな
いか。

　大学教育の質の向上が目的であるにも関
わらず、国立大学を対象としないことや支援
するテーマを幅広く設定したことで、目的が
不明確で国が実施すべき事業ではないと指
摘されたことに対応し、支援対象や支援
テーマを抜本的に見直す。

⑦『本事業の内容は、現在の
形のままであれば大学の本来
業務ではないかとの点から「国
立大学改革」に資するものとは
言い難く、大学の自主的な改
革に資する事業に支援対象を
限定・明確化、他の類似事業
との整理統合などを行う』こと
について。

｢国立大学改革プラン｣を踏まえた大学の自
主的な改革に資する事業に支援対象を限
定・明確化し、他の事業との違いをより明確
にする。

⑧『大学自身が負担しないも
のについては支援しない』こと
について。

事業実施にあたり、大学の自己負担を求め
ることとしている。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

【地域イノベーション戦略支援プログラム】
　中間評価時（※１）に外部有識者による各地域に対する評価に加え、本プログラムに対する意見
を、本プログラムの戦略に反映させていく。
　（※１）平成２５年度：１０月～１月頃　１３地域対象
　　　　　 平成２６年度：１０月～１月頃　１０地域対象
　　　　　 平成２７年度：１０月～１月頃　　６地域対象
【先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム】
　中間評価時（※２）に外部有識者による各拠点に対する評価に加え、本プログラムに対する意見
を、本プログラムの戦略に反映させていく。
　（※２）平成２５年度：８月～１月頃　５拠点対象
　　　　　 平成２６年度：８月～１月頃　２拠点対象
　　　　　 平成２７年度：８月～１月頃　１拠点対象
【国際科学イノベーション拠点整備事業】
　事業完了時のみならず供用開始後も状況調査を行い、有効性の見極め等を行う。

【地域イノベーション戦略支援プログラム】
　従来は論文、特許、事業化件数、売上等を指標としていたところであるが、科学技術・学術審議会
の地域科学技術イノベーション推進委員会において今年夏ごろまでにとりまとめが予定されている、
地域科学技術イノベーション推進に関する審議と併せ、事業の効果についても検証する。特に、こ
れまでの指標では効果の明確化が出来ていなかったものをできる限り明確化できるよう、効果の指
標を再検討し、それに基づき事業の効果を明確化していく。
【国際科学イノベーション拠点整備事業】
　施設を整備したことによる効果について、施設が完成する今年度末（予定）以降に効果の指標に
基づき効果を明確化する。

【地域イノベーション戦略支援プログラム】
　地域の自立度合い、出口戦略については、科学技術・学術審議会の地域科学技術イノベーション
推進委員会で決定する指標に基づき評価することとし、平成２７年度以降に行われる最終評価に向
け、その結果を対象地域に明示していく。

文部科学省

③について、国の役割に限定した
支援に特化し、地域の自立化を促
進するとともに、中止・継続の判断
を明確化する。

　３事業すべてについて、イノベーションが定義されていない、全体戦略がない、類似の取組が多い、有効性の見極めが不十分などの点から、事業の目的に照らして有効とは言い難く、①全体戦
略の策定、類似の取組との整理、有効性の見極めを行うべきではないか。
　成果の検証は、「地域イノベーション戦略支援プログラム」及び「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」について、適切に行われているとは言い難く、②売
上・営業利益・市場規模など定量的に効果検証を行った上で、検証結果を新規採択や事業の継続の是非に反映すべきではないか。
　事業の内容については、国が実施すべき役割を踏まえたものに限定されているとは言い難く、③民間の負担拡大や国の負担を漸減することで地域の自立を促進したり、中止の判断基準の明確
化、長期継続を禁止するなど、出口戦略の明確化などを行うべきではないか。

①について、全体戦略の明確化、
類似の取組との整理、有効性の見
極めを進める。

②について、売上・営業利益・市場
規模など定量的に整理すると同時
に、本事業による効果の定義を含
め検証を行う。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

イノベーション創出に向けた産業連携の推進及び地域科学技術の振興に関する事業

検討の方向性

　全体戦略や有効性の見極め等については、当
初設定したものを、社会情勢の変化や今年度以
降実施する中間評価の中での外部有識者の意
見等を踏まえ、随時見直していく。

　科学技術イノベーションは、人類の進歩への貢
献、最先端の'知'の領域の開拓、経済成長への
寄与、国民生活の利便性・生活水準の向上など
様々な目的や役割を担うものであり、売上、営業
利益、市場規模のみで定量化されるものではな
いが、これらの観点も含めることが可能な適切な
効果指標についてさらに検討・整理を行う。

　平成21年度の事業仕分けの結果に基づき行っ
た、地域の主体性と国の役割等に関する整理を
踏まえつつ、さらに事業の出口を明確化してい
く。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

平成25年度末までに、学識経験者や学校関係者等からなる「学びのイノベーション推進協議
会」において、学びのイノベーション事業における、
・児童生徒の学力等の変容
・指導方法の変容
・教員の指導力の変容
等、事業の実施効果等について十分な検証を行うとともに、それを広く教育委員会、学校関係
者等に周知する。
平成26年度においては、学校間、学校・家庭が連携した新しい学びを推進するため、先導的
な教育体制の構築に資する事業を通信環境や学校の規模の観点から、モデル性の高い箇所
に絞り込んで実施する。

平成26年にICTを活用した授業革新に向けたビジョン及び教育振興基本計画に基づいた工程
表を策定する。
また、
・新たな学びに対応した効果検証方法（成果指標）の開発
・ICT活用による最適な指導方法の開発
・効果的な教員のICT活用指導力向上方法の開発
など、ＩＣＴを活用した教育の推進にあたっての諸課題に対応する実証研究を実施する。

指摘を踏まえて、ただちに全国展開は行わず、ま
ずは、ＩＣＴを活用した教育の推進にあたっての諸
課題に対応するための必要な取り組みを行い、
ICTを活用した授業革新に向けた具体的なビジョ
ンを作成するとともに、教育振興基本計画に基づ
いた工程表を策定する。
上記の取組については、初等中等教育局とも連
携して実施する。

備考

文部科学省

①学びのイノベーション事業、情報通信技術を活用した新たな学び推進事業については、少ない予算でより効果を上げるという発想に欠けており、事業の目的、ビジョンが明確とは言い難い。ま
た、事業の効果検証も十分とは言い難く、事業効果がほとんど上がっていない状況にあることから、事業を絞り込んで行うべきではないか。
②そもそも、教育のＩＣＴ化の全国展開に向け、教育効果や教師のＩＣＴ活用指導力の向上、効果的な教材開発等に関する具体的で実行可能な工程・期間が示されていない。
・ＩＣＴにより教育がどう変化するのか、課題をどのような方法で解決していくのかなど、普及や教育内容の改革に向けた具体的なビジョンを策定するとともに、
・その効果を測る成果指標を設定すべきではないか。
・これらについて、初等中等教育局も中心となって進めていくことを検討すべきではないか。

①学びのイノベーション事業、情報通信
技術を活用した新たな学び推進事業に
ついては、少ない予算でより効果を上げ
るという発想に欠けており、事業の目的、
ビジョンが明確とは言い難い。また、事業
の効果検証も十分とは言い難く、事業効
果がほとんど上がっていない状況にある
ことから、事業を絞り込んで行うべきでは
ないか。

②そもそも、教育のＩＣＴ化の全国展開に
向け、教育効果や教師のＩＣＴ活用指導
力の向上、効果的な教材開発等に関す
る具体的で実行可能な工程・期間が示さ
れていない。
・ＩＣＴにより教育がどう変化するのか、課
題をどのような方法で解決していくのか
など、普及や教育内容の改革に向けた
具体的なビジョンを策定するとともに、
・その効果を測る成果指標を設定すべき
ではないか。
・これらについて、初等中等教育局も中
心となって進めていくことを検討すべきで
はないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

ICTを活用した教育学習の振興に関する事業　（学びのイノベーション事業、情報通信技術を活用した新たな学び推進事業）

検討の方向性

学びのイノベーション事業における教育の効果な
どについて取りまとめるとともに、平成26年度事
業はＩＣＴを活用した教育の推進にあたっての諸
課題に対応する取り組みを中心とし、適切な事業
規模に絞り込む。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

・進路決定者の初来所時の状態がどのレベルであったか。
・初来所時の状態が３～５の者に対して、サポステの支援事業が必要であったのかどうかの検証。
・初来所時の状態が１、２の者がサポステ事業によりどの程度就労に結びついたかについて実績
の把握及び支援事業の有効性の検証。
・一人当たり就労させるコストについて、コストに見合う成果があるのかについての検証。
・登録者の生活困窮レベルの調査。
以上の実績の把握・評価を25年度を目途に行い、対象者の規模及び事業内容について見直しを
実施し、26年度の事業への反映、改善を図る。26年度も引き続き実績の把握・評価を行い、サポ
ステ事業の有効性について検証を行う。
・上記のＰＤＣＡサイクルを活用し、生活困窮者自立支援事業が始まる27年度予算編成に間に合う
ように、サポステ事業の有効性について方向性を得る。

（参考）「地域若者サポートステーション事業」
の今後のあり方に関する検討会参考資料

サポステ事業が職業的自立に結びついている
かどうかを検証するため、サポステの支援を受
けて就職した者の就労状況の継続性等につい
て把握を行い、事業の有効性について改めて
検証する。

・25年度中に、過去にサポステの支援を受けて就職した者の就労状況の継続性等について把握
を行い、サポステ事業の有効性について検証を行う。
・就職した者には非正規雇用の労働者もいることから、上記の検証をステップアップ事業に反映さ
せるとともに、ステップアップ事業の実績の把握・評価を通じてサポステ事業の有効性について改
めて検証を行う。
・上記のＰＤＣＡサイクルを活用し、27年度予算編成に間に合うように、サポステ事業の有効性につ
いて方向性を得る。

登録者の初来所時等の状態及び就労状況に
ついて改めて実績の把握・評価を行い、事業
の有効性について改めて検証する。

②サポステ卒業者の就労状況やそ
の後の継続性についての把握

①各サポステの実績の把握・評価

厚生労働省

若者就職支援に関する事業（地域若者サポートステーション関連事業）

地域若者サポートステーション関連事業については、対象や地方自治体等との役割分担が明確ではなく、また、事業の有効性、費用対効果に関しての説得的な分析もなされて
おらず、ＰＤＣＡサイクルの活用による適切な事業運営が行われているとは言い難い。今後、
①各サポステの実績の把握・評価や
②サポステ卒業者の就労状況やその後の継続性についての把握
等に取り組むべきではないか。
③本事業以外にも地方自治体及び民間による取組、生活困窮者自立促進支援の枠組みづくりが進められている中、事業は有効とは言い難く、事業に終期を設けるなど事業の
出口戦略が必要ではないか。
④さらに学校連携事業については、ニート予備軍をサポステに誘導するような内容となっており見直しが必要ではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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・生活困窮者自立促進支援モデル事業の実施地域において、同モデル事業をサポステ実施団体
と同一団体が同一地域で支援を行っている場合には、実施体制を見直し、効率化を行う。（平成25
年度補正予算で反映予定）
・平成25年度中に行う平成26年度の実施団体選定において、生活困窮者自立促進支援モデル事
業を併せて実施し、効率化を図っている場合は選定に反映する。
・①、②の検証と並行して、（１）地方自治体や民間の独自の取組みについて実態の把握・評価、
（２）生活困窮者自立支援の取組み等の他の類似事業との重複実態の把握（例：生活困窮者自立
支援の対象者の範囲や支援内容の実態調査等）を行う。
・上記の検討を通じて、地方自治体との役割分担について適切な見直しを行い、27年度予算編成
に間に合うように、サポステ事業の有効性について方向性を得る。
・あわせて、日本再興戦略や再チャレンジ懇談会で必要とされたニート等の若者の就労支援の今
後のあり方について、若者を取り巻く環境やニートの状況に留意しつつ、検討を進める。

・学校との連携が一定程度進んできたことから、支援体制の見直しを行い、各１名の体制に絞るこ
とにより、事業規模を縮小する。（平成25年度補正予算で反映予定）
・上記の①、②、③の検証状況を勘案しつつ、27年度予算編成に間に合うように、連携の推進状
況を踏まえ例えば終期の設定を行う等の見直しを行う。

③事業は有効とは言い難く、事業に
終期を設けるなど事業の出口戦略が
必要

生活困窮者自立支援事業が始まる27年度に
向け、地方自治体や民間との役割分担や生活
困窮者自支援事業等の類似事業との重複等
について検討を行い、サポステ事業の有効性
について検証を行う。

④学校連携事業については、ニート
予備軍をサポステに誘導するような
内容となっており見直しが必要

学校連携推進事業については、連携の推進状
況を踏まえ、見直しを行う。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

次期（平成26年度）レビューシートに記載する。

地方公聴会、パブコメの充実等を検討
医療費負担者である国民の声をこれまで以上に反映できるよう、次期診療報酬改定に
向けて、地方公聴会、パブコメの充実等について検討

診療報酬改定の審議の参考資料としてレセプト・Ｄ
ＰＣデータ分析を活用

レセプト・ＤＰＣデータを分析して、今後の中医協における診療報酬改定の審議の参考資
料として活用できるようにしていきたい。

診療報酬、補助金、規制、税制等の政策手段を適切に組み合わせて実施するようにし
ていきたい。

①医療費効率化に向けた各般の取組をレ
ビューシートに明示しフォローアップ等を
実施して国民に対し明らかにする

医療費適正化計画について、適切なPDCAサイクル
を踏まえた計画の策定や評価の在り方などを含
め、今後の在り方をレビューシートに記載する。

②医療費負担者である国民の声をこれま
で以上に反映できる枠組みを構築するべ
き

⑥医療の改善のための対応として診療報
酬の改定という手段が有効でない場合も
考えられることから、他の選択肢も含めて
十分に吟味した上で有効な措置を選択す
べき

政策手段を適切に組み合わせて実施

⑤レセプトの悉皆的分析を実施し診療報
酬改定や医療効率化に反映すべき

④薬価の下落分を診療報酬本体の引き
上げ原資とすることは合理性を欠くことか
らやめるべき

③診療報酬改定で本体と薬価をそれぞれ
独立して決定できるよう意思決定過程を
改める

平成26年度診療報酬改定の改定率については、診療報酬本体と薬価等が、それぞれ、＋０．７３％、▲０．６３％とされた。

厚生労働省

安心・信頼してかかれる医療の確保に関する事業（医療サービスの機能の充実と重点化・効率化）

ＰＤＣＡには納税者の視点が不可欠だが、医療費の仕組み、現状や公定価格である診療報酬の改定プロセスが国民に十分に伝えられているとは言い難い。
①医療費効率化に向けた各般の取組をレビューシートに明示しフォローアップ等を実施して国民に対し明らかにするほか、
②医療費負担者である国民の声をこれまで以上に反映できる枠組みを構築するべきではないか。
医療費の効率化施策や診療報酬改定において、ＰＤＣＡ サイクルが適切に活用されているとは言い難いことから、
③診療報酬改定で本体と薬価をそれぞれ独立して決定できるよう意思決定過程を改めるとともに
④薬価の下落分を診療報酬本体の引き上げ原資とすることは合理性を欠くことからやめるべきではないか。
⑤また、レセプトの悉皆的分析を実施し診療報酬改定や医療効率化に反映すべきではないか。
⑥さらに、医療の改善のための対応として診療報酬の改定という手段が有効でない場合も考えられることから、他の選択肢も含めて十分に吟味した上で有効な措置を選択す
べきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

平成26年度予算案で計上された「ロードマップ検証検討事業」において、後発医薬品メー
カーや都道府県におけるロードマップの達成状況について調査等を行うとともに、国内や
諸外国の後発医薬品のシェアや後発医薬品メーカーの供給能力を把握する。その結果
に基づいて目標の引き上げや達成時期の前倒しについても判断していく。

平成２６年度薬価改定に向けて中医協において検討中。

後発品の薬価のあり方、一定期間を経ても適切に後
発品に置き換わらない場合の先発品の薬価の引き
下げルールの導入について中医協において検討
中。

初めて収載される後発品の薬価については、先発品の7割（10品目を超える内用剤は6
割）とする現行ルールを見直し、先発品の6割（10品目を超える内用剤は5割）とする方向
で、中医協にて了承されたところ。
また、後発品が薬価収載された後、5年を経過した後の最初の薬価改定以降において、
後発品置換え率が60％に満たない先発品について、置きかえ率に応じて薬価を2～
1.5％引き下げるルールを設ける方向で、中医協にて了承されたところ。

平成26年度予算案で計上された「ロードマップ検証検討事業」において、後発医薬品メー
カーや都道府県におけるロードマップの達成状況について調査等を行うとともに、国内や
諸外国の後発医薬品のシェアや後発医薬品メーカーの供給能力を把握する。その結果
に基づいて目標の引上げについても判断していく。

「うがい薬のみの処方の保険適用除外」について、中医協において具体的な方法につい
て検討中。

①後発医薬品の使用促進のロードマッ
プにおける目標値の引き上げや達成時
期の前倒しを行い、先発品の薬価引下
げ等を進めるべき

ロードマップにおける目標値の引上げや達成時期の前
倒しについては、目標の達成状況や後発医薬品メー
カーの供給能力についてモニタリングを行い、その結
果や諸外国の動向を踏まえ検討を行う。

一定期間を経ても適切に後発品に置き換わらない場
合の先発品の薬価の引き下げルールの導入について
中医協において検討中。

②先発薬と後発薬の競争を促しつつ、
双方の薬価を下げるとともに、価格差を
縮小させることを通じ、医療費の国民負
担を下げることを最重要課題として取り
組む必要がある

③後発品の数量シェアの引上げ目標を
設定すべき

後発品の数量シェアの引上げ目標についても、目標の
達成状況や後発医薬品メーカーの供給能力について
モニタリングを行い、その結果や諸外国の動向を踏ま
え検討を行う。

④市販品と同一の有効成分の医療用
医薬品に係る負担については、公的医
療保険の対象外とする等により患者負
担とする取組を進めていくべき

いわゆる市販品類似薬に係る負担については、患者
の自己負担の増加など各種の問題が指摘されている
ところで有り、引き続き検討。

厚生労働省

安心・信頼してかかれる医療の確保に関する事業（後発医薬品の使用促進等）

①後発医薬品の使用促進のロードマップにおける目標値の引き上げや達成時期の前倒しを行い、先発品の薬価引下げ等を進めるべきではないか。
②この場合、先発薬と後発薬の競争を促しつつ、双方の薬価を下げるとともに、価格差を縮小させることを通じ、医療費の国民負担を下げることを最重要課題として取り組む必
要がある。
③こうした観点から、後発品の数量シェアの引上げ目標を設定すべきではないか。
④市販品と同一の有効成分の医療用医薬品に係る負担については、公的医療保険の対象外とする等により患者負担とする取組を進めていくべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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担当府省名

テーマ

指摘事項

指摘を踏まえ、

・本事業の効果測定基準を「認定就農者数」とする
・経営開始型の新規給付対象者数を縮減し、農の雇用事業
で対応するとともに、給付対象者を認定就農者等に重点化
する

・所得に応じた補助金額の変動化について、具体的な制度
設計を検討し、27年度から適用する

・事業の５年後の終了の明確化について、５年間終了後、効
果を検証する

こととする。

　・25年度補正予算から、経営開始型の給付対象者を、新規参入者及び新規
　　参入者と同等の経営リスクを負う経営継承者（新しい認定就農者制度の市
　　町村での開始後（26年度中）は認定就農者であることが要件）とする。

・27年度概算要求に向け、受給者の所得状況について実態調査を行いながら制度設計を検討す
る。

・毎年度、施策の効果を検証しつつ、５年後（24～28年度の５年間終了後）に、より効果的な新規
就農施策について検討する。

・日本再興戦略（25年６月）、農林水産業・地域の活力創造プラン（25年12月）に沿って実施する。

・５年後（24～28年度の５年間終了後）に、より効果的な新規就農施策について検討する。

・指摘を踏まえ、農業の競争力強化を高める各種施策と一
体的に新規就農施策を推進する。

・指摘を踏まえ、５年間終了後に、より効果的な新規就農施
策を検討する。

備考

農林水産省

③本事業は、これが整うまでの５年程度
の暫定措置とすべきではないか。

本事業は、参入のインセンティブになっているとは言い難く、
・効果測定基準を「自立経営を実現した新規就農者数」に見直す、
・対象者について新規参入者、農業法人の雇用補助に重点化、
・所得に応じた補助金額の変動化、
・事業の５年後の終了の明確化
などを行うべきではないか。

また、農業の競争力を高めるほうが先決であり、
・農地集約化の観点から増加目標を精査、
・法人参入が促進される環境の整備、
・販路確保などの地域サポートの充実
などをおこなうべきではないか。

本事業は、これが整うまでの５年程度の暫定措置とすべきではないか。

①本事業は、参入のインセンティブになっ
ているとは言い難く、
・効果測定基準を「自立経営を実現した新
規就農者数」に見直す、
・対象者について新規参入者、農業法人
の雇用補助に重点化、
・所得に応じた補助金額の変動化、
・事業の５年後の終了の明確化
などを行うべきではないか。

②また、農業の競争力を高めるほうが先
決であり、
・農地集約化の観点から増加目標を精
査、
・法人参入が促進される環境の整備、
・販路確保などの地域サポートの充実
などをおこなうべきではないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

新規就農支援に関する事業

検討の方向性
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担当府省名

テーマ

指摘事項

25年度補正予算から、事業実施要綱に検討内容を記載していく。

平成25年度中に農地中間管理事業の推進に関する法律施行（関係政省令、
ガイドライン等施行）予定
年度内　農地中間管理機構の設立手続開始
平成26年度の早い時期　機構の設立完了・事業開始

備考

農林水産省

③○ 「利用されない農地が滞留し、これに国費が投入されるリスク
を最小限にするための措置を講じるべき」との規制改革会議の意
見については、現在の農水省の対応案は不十分であり、
・国が一定のガイドラインを策定し示す、
・農地の借受と貸出を含めた中期的な事業計画の策定、
・都道府県知事へのインセンティブの付与、
などの対応が必要ではないか。

○　「農地集積協力金」については、
・実施期限を切って集中的に実施する、
・借り手が確定した時点で協力金を交付する、
・民・民の相対取引に貸しはがし等の影響を与えることのないような形で実施する、
などの条件付きで存続させるべきではないか。

○ 「規模拡大交付金」については、集約化による付加価値や交渉コストの削減などにより、受け手は受益することから、制度を存続する必要はないのではないか。

○　「利用されない農地が滞留し、これに国費が投入されるリスクを最小限にするための措置を講じるべき」との規制改革会議の意見については、現在の農水省の対応案は不十分
であり、
・国が一定のガイドラインを策定し示す、
・農地の借受と貸出を含めた中期的な事業計画の策定、
・都道府県知事へのインセンティブの付与、
などの対応が必要ではないか。

○　機構が行う基盤整備については、意見が分かれ、
・農地の受け手の受益者負担のほか、都道府県にも負担を求めるべき、
・不要な賃貸料、地価の上昇を招くことがないよう、慎重な検討を行うべき、
・基盤整備は借り手が基本的に行うべき、
などの意見があった。

①○ 「農地集積協力金」については、
・実施期限を切って集中的に実施する、
・借り手が確定した時点で協力金を交付する、
・民・民の相対取引に貸しはがし等の影響を与えることのないよう
な形で実施する、
などの条件付きで存続させるべきではないか。

②○ 「規模拡大交付金」については、集約化による付加価値や交
渉コストの削減などにより、受け手は受益することから、制度を存
続する必要はないのではないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

農地の利用集積の促進に関する事業

検討の方向性

機構集積協力金について、事業期間を５年間と区切って実施
するとともに、レビューの指摘を受けた出し手に対する協力金
については、借入れた農地が受け手に貸し付けられた時点で
交付することとし、これにより、集約されない農地に対しては交
付金が支払われない仕組みとする。

規模拡大交付金は廃止する。

ガイドラインの策定等の指摘内容については、12月5日に農
地中間管理事業の推進に関する法律等が成立したところであ
り、運用の中で対応していく。
また、機構の事業費に対する補助を７割とする一方で、農地
の貸付率に応じて国費を加算し、都道府県知事へのインセン
ティブを付与する。
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担当府省名

テーマ

指摘事項

　エネルギー政策に関する認知や理解の向上、行動変化の惹起を図るという観点から従来の事業計画の
精査・再構成を行った。
　成果指標については、エネルギー政策に関する認知、理解の向上や、それに応じた行動の変化という事
業目的の達成度合いを計測するため、有用度、理解度や満足度、行動変化の有無といった点を調査し、指
標とする。

　指摘を踏まえ、情報を発信するプラットフォームの再構築として今年度中を目途にホームページの見直し
を行い、費用対効果の高い手法での情報発信の強化に取り組むこととする。また、事業実施に当たって
は、文部科学省等関係府省と協議し、連携を図りながら実施することとする。

経済産業省

どのような国民に何を知ってほしいか不明確であり、目的・ビジョンが明確とは言い難い。また、適切な成果指標が設定されているとは言い難い。①エネルギー政策に関する認知、理解、行動までを目
的とし、それに見合う成果指標を設定すべきではないか。
②広報主体の役割分担も含め、費用対効果の高い広報手段（内容・方法）が採られているとは言い難く、学校でのカリキュラム化などで対応すべきではないか。

①エネルギー政策に関する認知、理解、行
動までを目的とし、それに見合う成果指標
を設定すべきではないか。

②広報主体の役割分担も含め、費用対効
果の高い広報手段（内容・方法）が採られ
ているとは言い難く、学校でのカリキュラム
化などで対応すべきではないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

広報に関する事業（総合エネルギー広聴・広報・教育事業）

検討の方向性

　指摘を踏まえ、事業目的を再設定するとともに事業
計画を再検討し、新たな事業計画に沿った成果指標を
設定する。

　指摘を踏まえ、費用対効果の高い手段による広報を
実現すべく、事業計画を再検討する。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

平成26年度以降の取り組みとして、指摘事項を踏まえた対応を行う。
具体的には、更なるPDCAサイクルの徹底の新たな方策として、今後、補助事業者が新規に発
注を行う部分については、競争入札の徹底を指示する。また、毎年の補助金の交付決定にお
いては、国として、第三者によるコスト検証を実施する。

平成26年度以降の取り組みとして、指摘事項を踏まえた対応を行う。
具体的には、上記の第三者によるコスト検証の結果を踏まえ、事業の効率的な執行、事業規
模の縮減を図る。

事業終了以降の取り組みとして、指摘事項を踏まえた対応を行う。
具体的には、技術的な知財については、当該技術の商業利用を希望する他企業からの要望に
応じて、（適正な対価は徴収するものの）知財の実施許諾や技術提携の形態を含めて横展開
を図っていく。また、プラント運用等に関する知財については、事業終了以降、我が国の他の電
力事業者等に対して知財を積極的に共有、展開をはかることによって、成果を共有していく。

経済産業省

③さらに、国からの多大な補助がある以上公共財的性格が高
いものであることから、研究成果が幅広く共有されるような仕
組みを導入するべきではないか。

①「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」については、ＰＤＣＡサイクルが十分機能しているとは言い難く、
・再委託先も含めた競争入札の導入
・第三者の専門家を入れた国によるコスト検証の仕組みの導入
などによるコスト削減を図るべきではないか。

②また、本事業は、特定事業者のみに補助する形になっており、事業規模の縮減、補助率の見直しなどを検討すべきではないか。

③さらに、国からの多大な補助がある以上公共財的性格が高いものであることから、研究成果が幅広く共有されるような仕組みを導入するべきではないか。

①「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」については、ＰＤ
ＣＡサイクルが十分機能しているとは言い難く、
・再委託先も含めた競争入札の導入
・第三者の専門家を入れた国によるコスト検証の仕組みの導
入
などによるコスト削減を図るべきではないか。

②また、本事業は、特定事業者のみに補助する形になってお
り、事業規模の縮減、補助率の見直しなどを検討すべきでは
ないか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

資源エネルギー・環境政策に関する事業（大規模実証事業）(石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金)

検討の方向性

指摘を踏まえ、PDCAサイクルを十分に機能させ、
コスト削減に取り組む。

指摘を踏まえ、PDCAの取り組みの徹底及び今後
実施する部分の予算額の精査を行い、事業規模の
縮減を検討する。

指摘を踏まえ、研究成果が幅広く共有されるよう、
検討する。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　北海道地域における送電網整備実証事業については、事業内容の一部を再来年度以降に計上す
ることとし、２６年度の事業規模を縮小することとする。
　事業全体でみた総予算額についても、実現可能性調査を踏まえて、再度精査することとする。
　補助率については、本事業を実施するためのぎりぎりの採算ラインから必要最低限の補助率とし
て算出しているため、現在の補助率のままとする。

　来年度から計画している東北地方における送電網整備実証事業については、事業者の新規採択
に至る前に、今年度予算を活用して、実現可能性調査を行う。
　今年度、既に採択した事業者については、現在、実現可能性調査を実施しているところであり、事
業の本格化までに事業計画の精査が行われることとなっている。

　指摘を踏まえ、来年度から計画している東北地域における
送電網整備実証事業については、事業者の新規採択に至る
前に実現可能性調査を行うこととする。

備考

経済産業省

④「風力発電のための送電網整備実証事業」については、ほぼ実用化のレベルと同じ規模の事業であり、横展開の可能性も低いと考えられることから、国が行うべき実証事業の範囲を超えた民間ビ
ジネス支援となっていると考えられる。このため、
　・事業規模の縮減、
　・補助率の見直し、
　・補助対象の限定
　などを行うべきではないか。
⑤また、本事業は、ＰＤＣＡが十分機能しているとは言い難く、
　・新規採択事業について事業に先立ち実現可能性調査を実施するとともに、
　・既採択事業についても事業の本格化までに事業計画の精査を行うべきではないか。

④事業規模の縮減、補助率の見直し、補
助対象の限定などを行うべき

⑤新規採択事業について事業に先立ち実
現可能性調査を実施するとともに、既採択
事業についても事業の本格化までに事業
計画の精査を行うべき

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

資源エネルギー・環境政策に関する事業（大規模実証事業）（風力発電のための送電網整備実証事業）

検討の方向性

　指摘を踏まえ、北海道地域における送電網整備実証事業
の補助対象の見直し及び事業規模の縮減を行うこととする。
　また、事業全体の総予算額についても今年度中に行う実
現可能性調査（※下記⑤参照）を踏まえて、再度精査するこ
ととする。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

官民の役割を再検証し、ビジネスモデルの実証は民間に委ねることとした。
その上で、事業の対象を、HEMSデータの利活用に必要な基盤整備等、真に国が支援すべきものに限定し
た。

経済産業省

⑥「次世代エネルギーマネジメントビジネスモデル実証事業」については、ビジネスモデルの実証は民間企業が行うべきことであり、何を実証すべきかも特定できていないことから、このままの形では
事業化することは適切ではないのではないか。

⑥このままの形で事業化することは適切
ではないのではないかとの指摘を踏ま
え、事業計画を再検討する。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

資源エネルギー・環境政策に関する事業（大規模実証事業）(次世代エネルギーマネジメントビジネスモデル実証事業)

検討の方向性

指摘を踏まえ、民間に委ねるべきは委ね、政策目
的の実現の為に真に国が果たすべき取組を明確
化した上で、事業計画を一から再検討する。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

国庫返納に当たっては、国内クレジット認証委員会における補助対象クレジット量の認証プロセス等に所要の
期間を要することから、平成22年度補正事業については、平成24年3月の認証委員会により交付金額が確定
したため、平成24年8月に13億86百万円を国庫に返納済。
また、平成23年度事業については、平成25年3月の認証委員会で、平成24年度事業については、平成25年7
月の認証委員会で、交付金額が確定したため、平成23年度事業・平成24年度事業ともに、平成25年11月13
日に返納に係る報告書を一般社団法人低炭素投資促進機構（基金設置団体）より接受。11月26日に平成23
年度事業6億97百万円・平成24年度事業14億90百万円の合計21億87百万円を国庫に返納済。

経済産業省

省エネルギー設備導入促進基金については、基金の保有割合が極めて高く、客観的な根拠を用いた保有割合の算定等実施していれば、使用見込みのない金額を早期に国庫返納することが可能で
あったのではないか。
①基金基準の趣旨に沿った合理的な保有割合の算定方法・積算根拠に基づいた見直しが行われているとは言い難い。

①基金基準の趣旨に沿った合理的な保有
割合の算定方法・積算根拠に基づいた見直
しが行われているとは言い難い。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

基金に関する事業(省エネルギー設備導入促進基金(国内排出削減量認証制度活性化事業、温室効果ガス排出削減量連動型中小企業グリーン投資促進事業）)

検討の方向性

使用見込のない金額については、既に国庫返納し
たところ。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　昨年１２月より、当省による執行状況を確認する会議を定期的（月１回）に実施し、執行状況や今
後の見通し等について当省が確認・指示、指示事項への対応状況のフォローを行う機会を設けるこ
ととする。（１２月５日に第一回定期連絡会を開催し、次回公募に関する事業計画・執行状況を確認
し、指示を行った。）

　法人に対しては、不要な管理費の削減を行うよう支出見込みの再精査の指示を行っており、その
報告を受け、昨年、管理費の見直しを行った。

指摘を踏まえ、法人に対して、管理費の支出見込みの再
精査を通じ、管理費の削減を行うよう検討指示を行い、
効率的な管理費の計上となる対応を行うこととする。

備考

経済産業省

住宅用太陽光発電導入支援対策基金については、事業の見通しが甘く、また業務の適切性が充分に確保されていたとは言い難いのではないか。
①基金設置法人の不断の業務点検、基金監督官庁による定期検査等の実施を強化するとともに、
②固定費の削減により効率的な管理費計上をすべきではないか。

①基金設置法人の不断の業務点検、
基金監督官庁による定期検査等の実
施を強化

②固定費の削減により効率的な管理費
計上をすべき

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

基金に関する事業（住宅用太陽光発電導入支援対策基金(再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援対策事業)）

検討の方向性

指摘を踏まえ、法人において更なる不断の業務点検を行
うとともに、当省と法人との定期的な連絡会（月１回）を開
催することによって、業務の適切性を向上させるよう努め
ることとする
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　指摘を踏まえ、先導的都市環境形成促進事業につい
て、事業目的の明確化を行うとともに、普及可能性や先
進性・先導性等から事業の一部廃止等の整理・調整を行
い、事業の評価・検証方法について見直しを行うこととす
る。

「社会実験とモデル事業との関係」については、前者のうち一定のCO2削減効果発現を期待できるものをモデル事業として整
理したが、これに照らして十分に合理的な説明が困難である「みどり事業」については廃止する。
「事業の目的」については、CO2削減に資するエネルギー面的利用を推進するため、その阻害要因を軽減するための事業類
型を発掘し、全国に普及させること、と整理する。
「普及可能性・先進性・先導性」については、モデル事業のうち現時点での普及可能性に照らして「交通事業」を廃止するととも
に、普及可能性については適切な工法の選択により実現可能性が確保されているか等の観点、先進性・先導性については新
規性・コスト削減面等の優位性等の観点を明確にした上で、事業の採択を精査する。この際、第三者評価委員会による評価も
適切に活用する。
「類似事業との重複」については、支援対象を、都市計画及び都市開発に親和性の高い都市再生緊急整備地域及びエコまち
計画区域において実施される複数街区にまたがるエネルギー面的利用に関する事業に限ることで、関係省庁の類似事業との
重複を排除することとする。
「事業の成果の評価及び検証」については、新たなアウトカム指標としてCO2削減量を設定し、この指標をもとにアンケート等
を活用しつつ、CO2削減量の達成度合と手法の妥当性について、定期的に検証を実施する。
「国ではなく地方自治体が行うべきではないか」との指摘については、本事業の目的は都市における先導的な環境対策のモデ
ル支援を行うことにより、その成果を他の地域へと普及促進していくことであるところ、モデル的であるため効果の実証がなさ
れておらず、地方公共団体ではリスクの大きさ故に支援しづらい取組については、引き続き国が実施すべき役割であると考え
ている。

以上を踏まえて、下記について実施することとする（②③については、来年度の対象事業の選定時までに、担当部局（都市局
市街地整備課）において実施する）。
　①モデル事業について、交通・みどり分野を廃止
　②モデル事業のエネルギー分野について、普及可能性・先進性・先導性の観点から絞り込みを実施
　③新たなアウトカムとして、「エネルギーの面的利用の普及によるCO2の削減量」を指標化

指摘を踏まえ、対象事業の選定の考え方について見直し
を行うこととする。

●事業目的を明確化。

●事業選定において、公共性・先導性の高い地方公共団体が関わる事業を
　優先するとともに、民間事業者への支援は原則として行わない。

●事業規模の縮減の観点から、１事業当たりの導入補助台数に上限を設ける。

以上の見直しへの対応を来年度の対象事業の選定時までに、担当部局（自動車局環境政策課）において実施する。

②超小型モビリティの導入促進事
業については、事業の目的が明確
とは言い難い。先導性が欠如して
いるほか、市場をゆがめる民間支
援となっているのではないか。モデ
ル事業としては、規模が過大であ
り規模を縮減するべきではない
か。

備考

国土交通省

（先導的都市環境形成促進事業）
①先導的都市環境形成促進事業については、社会実験とモデル事業との関係や事業の目的が明確とは言い難く、普及可能性にも疑問がある。先進性・先導性が欠如し、類似事業との重複も見られ、事業の成果の評価およ
び検証がきちんとなされているとは言い難い。事業の内容を踏まえれば、国ではなく地方自治体が行うべきなのではないか。

（超小型モビリティの導入促進）
②超小型モビリティの導入促進事業については、事業の目的が明確とは言い難い。先導性が欠如しているほか、市場をゆがめる民間支援となっているのではないか。モデル事業としては、規模が過大であり規模を縮減するべ
きではないか。

①先導的都市環境形成促進事業
については、社会実験とモデル事
業との関係や事業の目的が明確と
は言い難く、普及可能性にも疑問
がある。先進性・先導性が欠如し、
類似事業との重複も見られ、事業
の成果の評価および検証がきちん
となされているとは言い難い。事業
の内容を踏まえれば、国ではなく
地方自治体が行うべきなのではな
いか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

地球温暖化防止等に関する事業（先導的都市環境形成促進事業、超小型モビリティの導入促進）

検討の方向性

28



担当府省名

テーマ等

指摘事項

平成２６年度予算案では、社会資本整備総合交付金については抑制する一方、防災・安全交付金に重点化し
ている。今後、平成２６年度予算の配分に向けて検討を進める。
なお、２５年度補正予算案においても、行政事業レビューの指摘を踏まえ、防災・安全交付金に一層重点化して
いる。

平成２５年度末までに、交付金の老朽化対策への投入状況について把握・検証を行う方法を検討する。

インフラ長寿命化基本計画の考え方に沿って策定された
社会資本総合整備計画を、重点配分の対象とする方向で
検討するなど、「秋のレビュー」における指摘を踏まえて対
応する。

防災・安全交付金について、長寿命化計画に基づく社会資本総合整備計画への重点配分を一層強化するな
ど、平成２６年度予算の配分に向けて検討を進める。

老朽化対策を含め、交付金を活用した各地方公共団体の
取組事例について、共有を図ることとする。

老朽化対策を含め、交付金を活用した各地方公共団体の取組事例について、共有を図ることとする。

各インフラの管理者に対し、維持管理・更新等に係る体制
の整備や予算の確保について必要な支援を実施すること
により、取組を進めるよう促す。このような取組を通じて底
上げを図りつつ、交付金による支援のメリハリ付けについ
て検討する。

インフラ長寿命化基本計画におけるロードマップを念頭に、必要な支援を実施する。

平成２５年５月に中間・事後評価の公表に係る参考様式
を地方公共団体へ通知しており、適切な評価の実施につ
いて引き続き周知徹底を図る。
また、地方公共団体における評価の実態について、集計
整理が可能か検討する。

中間・事後評価の適切な実施について、機会を捉えて引き続き周知徹底を図る。
また、地方公共団体における評価の実態について、集計整理が可能か検討する。

⑤一方で取組が遅れている地方公共団体に
対しては、総務省などの関係省庁とも連携し
つつ、例えば、ペナルティを与えることも含め
てインセンティブを付与すること等を通じ一層
のメリハリをつけるべきではないか。

⑥交付金の地方の裁量は認めるとしてもアウ
トプット(成果)の評価は徹底すべきではない
か。

①今後の社会資本の老朽化の見通しを踏ま
えれば、資源の配分を老朽化対策に重点化
すべきではないか。

「秋のレビュー」における指摘やインフラの老朽化の進行
を踏まえ、老朽化対策への重点化を図る。

②その際、現在の地方に任せきりの姿勢であ
ることを改め、交付金がどのように老朽化対
策に重点的に投入されているのかについて
把握・検証しその後に反映していくべきでは
ないか。

「秋のレビュー」における指摘を踏まえ、交付金の老朽化
対策への投入状況について把握・検証を行う。

③また、長寿命化計画の策定や老朽化対
策・維持管理費用の将来推計に基づく維持
管理マネジメントを実施している地方公共団
体に対しては、配分を優先するべきではない
か。

④また、モデル都市等においてベストプラク
ティスを抽出し全国に広める等の取組を進
め、

国土交通省

総合的な国土形成の推進に関する事業（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）

①今後の社会資本の老朽化の見通しを踏まえれば、資源の配分を老朽化対策に重点化すべきではないか。
②その際、現在の地方に任せきりの姿勢であることを改め、交付金がどのように老朽化対策に重点的に投入されているのかについて把握・検証しその後に反映していくべきではないか。
③また、長寿命化計画の策定や老朽化対策・維持管理費用の将来推計に基づく維持管理マネジメントを実施している地方公共団体に対しては、配分を優先するべきではないか。
④また、モデル都市等においてベストプラクティスを抽出し全国に広める等の取組を進め、
⑤一方で取組が遅れている地方公共団体に対しては、総務省などの関係省庁とも連携しつつ、例えば、ペナルティを与えることも含めてインセンティブを付与すること等を通じ一層のメリハリを
つけるべきではないか。
⑥交付金の地方の裁量は認めるとしてもアウトプット(成果)の評価は徹底すべきではないか。
⑦地方のインフラ実態、更新コスト情報については、総務省とも連携しつつ、検証可能な指標を導入すべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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インフラ長寿命化基本計画の考え方に沿って、インフラの
実態を把握し、更新コストを見通して作成される長寿命化
計画に基づく取組に交付金を重点化し、その成果を検証
する過程で、導入可能な指標を検討する。

インフラ長寿命化基本計画の考え方に沿って、インフラの実態を把握し、更新コストを見通して作成される長寿
命化計画に基づく取組に交付金を重点化し、その成果を検証する過程で、導入可能な指標を検討する。

⑦地方のインフラ実態、更新コスト情報につ
いては、総務省とも連携しつつ、検証可能な
指標を導入すべきではないか。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　外部有識者を含む審査会を開催し、以下の事項について決定・審査等を行う。
・２５年度終了事業について、年度末までに、CO2削減効果、事業性、その他の副次的効果を検
証する。
・上記の検証を通じて効果の検証方法を確認し、基準を明確化するとともに、２６年度事業計画
の審査に当たっては、先進性、費用対効果、有効性、波及性等の観点から事業内容を精査し、
真に必要な事業に絞って継続することとする（25年度予算額20億円→26年度政府案７億円）。

　特に、雪氷熱エネルギーを空調に利用（いわゆる「雪冷房」）する実証事業については、実証実
験の完結のために、複数年間のデータの比較を行う必要があり、26年度においても事業を継続
する予定であるが、実施箇所数を減らし、期間も短縮する等以下の見直しを行う。
・26年度の事業実施も予定していたが、24、25年度の実証により、必要最小限のデータを取得で
きたと判断される箇所については来年度の事業実施をとりやめる。
・25年度から新たに実証を始めた箇所であり、26年度もデータ取得が必要な個所についても、最
低限必要な期間（2ヶ月程度）に限って事業を実施。（なお、雪の遠隔地への輸送は行わずに事
業を実施できる箇所で実施。）

①効果の検証方法を確立し支援対象
を限定する。

指摘事項を踏まえ、支援対象を限定するとともに、外
部有識者を含む審査会において、効果の検証方法を
確立する。

環境省

地球温暖化防止等に関する事業（チャレンジ25地域づくりモデル事業）

①「チャレンジ２５地域づくりモデル事業」については、支援対象の採択にあたっての事前検証が甘く、選択が厳密に行われているとは言い難い。効果の検証も明確な基準が設定されておらず、不
十分である。先進性、費用対効果、有効性、波及性の点で適切でないものや民間・自治体が行うべきものが支援対象となっており、効果の検証方法を確立し支援対象を限定すべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

これまでの事業で得られた課題や経験を活かし、以下の観点から支援対象を厳選するよう、公募要
領を検討する。
・実現可能性、有効性の高い事業の採択
・国として支援する必要性の高い事業の採択

２６年度からの事業採択に当たっては、これまでの事業で得られた成果を生かし、公募要領におい
て、アウトカム（現段階ではCO2削減効果を想定）の提示を求める。また、事業実施後３年程度に亘っ
て事業効果の環境省への報告を義務づけ、継続して検証する。仮に事業効果が当初見込みよりも大
幅に少ない事例が発生した場合には、補助事業者にその原因分析を求め、場合によっては補助金の
返還を求めるなどして、その後の事業実施に活かす。
なお、行政事業レビューシートに記載する事業全体のアウトカム指標については、26年度当初は過去
の他事業におけるCO2削減効果を踏まえた推計を行って設定するが、採択案件の実績を踏まえて継
続的に見直しを行い、精度の高い評価ができるよう取り組む。

②従来の事業の検証を厳格に行い、
その結果をもとに、普及可能性の高
い事業に絞りこむとともに、民間や自
治体が行うべきものは民間や自治体
に任せ、国として支援すべき対象を
厳選する。

指摘事項を踏まえ、これまでの事業の検証行うと
ともに、事業採択の際には、支援対象を厳選す
る。

③アウトカム指標を明示した上で、効
果の検証方法を確立する。

指摘事項を踏まえ、公募に当たってはアウトカム
指標を明示した上で、事業中及び事業後の事業
効果を検証する。
事業全体のアウトカム指標についても、採択事業
の実績を踏まえつつ、設定する。

環境省

地球温暖化防止等に関する事業（地域主導による先導的「低炭素・循環・自然共生社会」創出事業）

②「地域主導による先導的「低炭素・循環・自然共生社会」創出事業」は、支援対象について、有効性が高い取組や国が特に支援すべき取組に重点化されているとは言い難い。このため、
・従来の事業の検証を厳格に行い、
・その結果をもとに、普及可能性の高い事業に絞りこむとともに、
・民間や自治体が行うべきものは民間や自治体に任せ、
・国として支援すべき対象を厳選すべきではないか。
③また、アウトカム指標を明示した上で、効果の検証方法を確立すべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　各事業について、改めて政策課題や政策目的等を整理し、平成26年度予算案において、「地域
主導による「低炭素・循環・自然共生社会」創出事業」等11事業を4事業に統合・整理することとし
た。
　また、平成26年度以降毎年度の概算要求までに、概算要求の取りまとめ部局と要求する部局の
調整により、解決すべき政策課題の設定、目的・目標の明確化、戦略の策定を行った上で、これに
基づき、環境省の地域の省ＣＯ２施策支援関連事業間の役割の明確化を図る。

　省エネ、再生可能エネルギーの利用、低炭素化促進のための施策について、現在、概算要求前
に、関係省庁間で、連携事業、重複排除等の討議、調整を行う会議を開催している。
　地域の省ＣＯ２施策支援関連事業について、引き続き、毎年度の概算要求前に、関係省庁間で
の連携事業、重複排除等の調整を行うほか、執行段階において、関係省庁間での連携事業等の
調整を行う。

④「環境省の地域の省ＣＯ２施策支
援関連事業全体」については、
・解決すべき政策課題の設定、
・目的・目標の明確化、
・戦略の策定
を行った上で、事業の整理を行う。

指摘を踏まえ、
・解決すべき政策課題の設定、
・目的・目標の明確化、
・戦略の策定
を行った上で、地域の省ＣＯ２施策支援関連事業につい
て、一部を統合・整理するとともに、事業間の役割の明確
化を図る。

⑤環境省のみならず、政府全体とし
て重複の排除を徹底する。

指摘を踏まえ、地域の省ＣＯ２施策支援関連事業につい
て、関係省庁間での連携事業、重複排除等の調整を行
う。

環境省

地球温暖化防止等に関する事業（環境省の地域の省ＣＯ２施策支援関連事業全体）

④「環境省の地域の省ＣＯ２施策支援関連事業全体」については、事業間の役割が整理されているとは言い難く、
・解決すべき政策課題の設定、
・目的・目標の明確化、
・戦略の策定
を行った上で、事業を整理すべきではないか。
⑤また、環境省のみならず、政府全体として重複の排除を徹底すべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　交付金により地域住民の満足度・理解度を
深めることが重要であるが、防衛省において
交付対象施設の利用状況などを把握してい
ないことや、一般財源的なものにも交付金が
使われている状況は、現在の交付金の使途
や執行実態が、事業目的を十分に満たして
いるとは言い難く、特に生活環境の改善につ
ながっているのか効果検証も十分に行われ
ているとは言い難い。
このため、①防衛省による交付対象施設の
利用状況や基金の執行状況等の把握、基本
的な行政サービスへの上乗せなどへの交付
対象の厳格化、ＰＤＣＡサイクルに関する具
体的なルールの策定など、防衛省としてもＰ
ＤＣＡサイクルを徹底させる取組を進めるべ
きではないか。

　指摘を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルを徹底する取組として、次に
掲げる措置について、関連市町村の意見を踏まえつつ、詳
細について検証し、平成２６年度予算に係る事業から反映で
きるようスキームを構築する。また、スキーム実施による効率
化分を予算に反映させる。

①　交付対象の審査の厳格化（”Ｐ”の改善）
②　交付金の効果の向上及び確認（”Ｄ”及び”Ｃ”の改善）
③　次年度以降の事業への反映（”Ａ”の改善）

　次に掲げる措置について、関連市町村の意見を踏まえつつ、詳細について検証し、平成２６年
度事業から反映できるようスキームを構築する。２６年度における予算額は、効率化分も勘案し
つつ、対前年度予算額と同額とする。

【改善に向けた措置】（案）
①　交付対象の審査の厳格化（”Ｐ”の改善）
　・成果目標の設定（利用見通し、見込まれる事業効果等）
②　交付金の効果の向上及び確認（”Ｄ”及び”Ｃ”の改善）
　・地域住民への周知活動の充実
　・利用実績の把握やアンケートの実施等による効果の確認
③　次年度以降の事業への反映（”Ａ”の改善）
　・類似事業の評価結果の反映状況を交付申請時に確認

　今後のＰＤＣＡサイクルの厳格化に伴い各事業が効率化されることにより、効果の向上が十分
見込まれるが、今後、ＰＤＣＡサイクルが機能しないような事業があった場合には、平成２７年度
以降の予算へ反映させることも含めて検討する。

　併せて、②交付金に関する地域住民への
周知を高める活動も徹底すべきではないか。

防衛省

基地周辺対策の推進に関する事業
（特定防衛施設周辺整備調整交付金）

交付金により地域住民の満足度・理解度を深めることが重要であるが、防衛省において交付対象施設の利用状況などを把握していないことや、一般財源的なものにも交付金が使われている
状況は、現在の交付金の使途や執行実態が、事業目的を十分に満たしているとは言い難く、特に生活環境の改善につながっているのか効果検証も十分に行われているとは言い難い。
このため、①防衛省による交付対象施設の利用状況や基金の執行状況等の把握、基本的な行政サービスへの上乗せなどへの交付対象の厳格化、ＰＤＣＡサイクルに関する具体的なルール
の策定など、防衛省としてもＰＤＣＡサイクルを徹底させる取組を進めるべきではないか。
併せて、②交付金に関する地域住民への周知を高める活動も徹底すべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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担当府省名

テーマ

指摘事項

本年度、総合特区の事後評価（平成２４年度）を初めて行い、１１月に評価結果を公表し
たところ。
地方公共団体の評価書等を踏まえ、最終計画年度の目標値に対する達成度を毎年度
把握できるような指標や目標を検討し、次年度以降、行政事業レビューシートに記載す
る。

各府省に対して各府省の予算制度を重点的に活用するよう協力を依頼するとともに、予
算執行調査結果のフォローアップを今年度末に行う旨通知する文書を発出した。

左記の検討の方向性に基づき、財務当局と調整の上、平成26年度概算決定において、
執行実績や新たな特区の指定状況を踏まえた額に、先駆的な取組の掘り起しにつなが
るような運用改善に伴う執行見込み増額を加えた金額を計上した。

②各府省の予算制度を重点的に活用
した上でなお不足する場
合に、各府省の予算制度での対応が
可能となるまでの間、各府省の予算を
補完するという本事業の性格も踏ま
え、関係府省とも十分に
調整した上で、必要額について予算要
求をすべきである。

関係府省に対しては、各府省の予算制度が重点的に活用
されるよう、働きかけを強化する。

総合特区推進調整費の平成２６年度予算要求について
は、関係府省のこれまでの執行状況等の実績を踏まえた
要求額に加えて、先駆的な取組の掘り起しにつながるよう
な制度運用による執行見込み増額分の要求を行っている。

内閣府

本事業は、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化を目的としているが、行政事業レビューシートに記載されている成果目標は、「平成28年度時点で最終計画年度の目標値に対する達成度の
平均90％を目標とする」となっている。
「総合特別区域事後評価の手引き」においては、地方公共団体は、事後評価を原則1年ごとに実施し、内閣府は、その評価書について総合特別区域評価・調査検討会において検討・評価し、その結
果を公表するとともに、総合特区の実施事業等に反映させるPDCAサイクルに取り組むこととされている。
このことを踏まえると、①最終計画年度の目標値に対する達成度にについて、毎年度その進捗状況を把握できるような指標や目標を検討し、行政事業レビューシートに記載できるようにすべきであ
る。また、本事業の平成24年度執行率は約23%、平成25年度執行率も前年度の執行状況を踏まえた見込みは3割程度となっており、調整費という予算の性格を踏まえても、事業創設から2年以上が
経過する一方で計上された予算に比べ執行実績が過少となっている状況にある。②各府省の予算制度を重点的に活用した上でなお不足する場
合に、各府省の予算制度での対応が可能となるまでの間、各府省の予算を補完するという本事業の性格も踏まえ、関係府省とも十分に調整した上で、必要額について予算要求をすべきである。

①最終計画年度の目標値に対する達
成度にについて、毎年度その進捗状
況を把握できるような指標や目標を検
討し、行政事業レビューシートに記載
できるようにすべきである。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（総合特区の推進調整に必要な経費(0033)）

検討の方向性

指摘を踏まえ、最終計画年度の目標値に対する達成度に
ついて、行政事業レビューシートに記載することとする。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

指摘事項を踏まえ、行政事業レビューシートを修正し、１２月に公表したところ。

備考

内閣府

「民間と市場の力を活かした安全な地域づくり経費」は、企業のBCP（事業継続計画）の策定・運用を推進する事業であるが、定量的な成果目標の設定は困難としていたことについて、外
部有識者の指摘を踏まえ、「今後の関連施策において、適切な成果目標及び成果実績を設定し、事業成果について適切に検証する」こととした。
　一方、平成26年度概算要求では、本事業と他の事業を統合して新たに「社会全体としての事業継続体制の構築推進経費」を要求しているが、その行政事業レビューシートの成果指標欄
には何ら指標が設定されることもなく、「計画の策定や連携訓練・協定促進の検討等を通じた施策の推進を行う事業であり、定量的な成果目標の設定は困難。」と記載されている。
　新規要求事業は、中央省庁における業務継続体制の確保や民間企業・団体の事業継続の取組の促進、官民連携した事業継続体制の構築という社会全体としての事業継続体制の構
築を推進するものとなっているが、これまで実施してきた企業のBCPの策定・運用を推進する取組をベースとした関連施策であることを踏まえ、①社会全体としての事業継続体制の構築と
いう目的に向けて、事業成果を適切に検証できる成果指標及び活動指標並びにその目標を設定すべきである。

①社会全体としての事業継続体制
の構築という目的に向けて、事業
成果を適切に検証できる成果指標
及び活動指標並びにその目標を
設定すべきである。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（民間と市場の力を活かした安全な地域づくり経費(0041)、社会全体としての事業継続体制の構築推進経費(新26-0002)）

検討の方向性

指摘事項を踏まえ、これまで実施してきた企業のBCPの策定・運用
を推進する取組及び国の行政機関の業務継続計画の策定・運用を
推進する取組について、成果指標及び活動指標並びにその目標を
設定していくこととする。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

傭船契約について、可能な限りの日数の削減、参加青年による自主管理の強化等によ
る経費削減。その他の経費についても、レセプションの簡素化等の見直しを実施。（25年
度事業において実施済）今後も、毎年度の事業において不断の見直しを行っていくことと
している。

「グローバルユースリーダー育成事業」は、平成25年6月の「青年国際交流事業に関する
検討会」の報告を踏まえ、我が国の急務の課題であるグローバルリーダー人材の育成を
主目的とするとともに、戦略的外交により資する事業として要求。
なお、要求に当たっては、効果検証のための調査費も計上し、平成25年度の「グローバ
ルリーダー育成事業」（予算作成後の26年1月～2月に実施予定）と併せて、成果の検証
を行い、翌年度以降の事業の改善に反映させていくこととしている。

備考

内閣府

④再見直しの内容が平成24年度評価結果の趣旨
を踏まえたものとなっているか

　本事業については、平成24年行政事業レビュー公開プロセスの結果を踏まえ、平成25年度予算概算要求において、経費削減、自己負担の増加、傭船の発注契約の合理化のための取組など、各
経費について不断の見直しを行うこととされた。
　平成25年度においては、東南アジア青年の船及びグローバルリーダー育成（世界青年の船）について自己負担（グローバルリーダー育成は研修日数当たりの負担額）の引き上げがなされており、
傭船費の一部負担額を増額する取組も行われているが、一方で、予算執行額が予算を上回っている状況が平成20年度から5年連続で続いており、特に、旅客船の定期傭船及び運行委託に掛った
実際の費用が予算（青年の船運航費）を上回っている状況にある。
　このため、引き続き、①傭船の発注契約の合理化など各経費の不断の見直しを進めるとともに、②適切な受益者負担がなされているか、③国の負担が公益性の範囲内となっているか検証を行い、
改善を進めるべきである。
　また、平成26年度要求のグローバルユースリーダー育成事業は、平成24年度評価結果を踏まえ世界青年の船事業を計上しないこととしたうえで、平成25年度に予算措置されたグローバルリー
ダー人材育成事業を再見直して要望されているところ、④再見直しの内容が平成24年度評価結果の趣旨を踏まえたものとなっているか改めて精査すべきである。

①傭船の発注契約の合理化など各経費の不断の
見直し

③国の負担が公益性の範囲内となっているか

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（青年国際交流経費(0092)）

検討の方向性

傭船契約については、一般競争入札を実施しているほ
か、契約の工夫による経費削減を実施している。その他
の経費についても不断の見直しを行っているところ。

平成25年度より参加者負担額を大幅に引き上げたとこ
ろ。適切な負担のあり方について引き続き検討してまい
りたい。

平成25年度より参加者負担額を大幅に引き上げたところ（例：「東南アジア青年の船」に
ついて24年度23万円→25年度29万円、「国際青年育成交流事業」について24年度10万
円→25年度18万円）。
他方、平成25年6月「青年国際交流事業に関する検討会」報告書において、「研修・交流
に要する経費は国が負担するという原則は維持しつつ、メリハリのついたものとする」
「本事業にふさわしい多様な人材が、自己負担額のみが支障となって参加できないとい
うことのないよう、配慮すべき」とされたところであり、適切な負担のあり方については引
き続き検討する。
具体的には、毎年、企画・評価委員会を開催し、検証を実施することとしている。

評決結果を踏まえ、24年度・25年度の2回にわたり有識
者による検討会を開催し、見直しを実施してきたところ。
引き続きＰＤＣＡサイクルによる不断のチェック体制の構
築、効果測定手法の開発・適用を行ってまいりたい。

②適切な受益者負担がなされているか
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　本事業の工程表に掲げている毎年度の目標（健康調査の実施数、ゲノム情報の解析数等）を行政事
業レビューにおける成果目標とし、毎年度の達成状況を、予算の執行状況とともに点検・検証を着実に
進めることとする。

　本事業は、東日本大震災の被災地の住民を対象として健康調査を実施し、健康調査の結果の回付等
を通じて住民の健康管理に貢献するとともに、協力者の生体試料、健康情報等を収集して15万人規模
のバイオバンクを構築し、ゲノム情報等と併せて解析することにより、東北発の次世代医療の基盤を形
成することを目指している。
　そのため、「被災地域の復旧・復興及び被災者の暮らしの再生のための施策」として、復興特別会計
において実施しているが、平成26年度予算案においては、本事業で実施している取組の中でも、特に、
本事業が他の取組と連携・協力して行う解析研究等に係る経費など、「個別化予防実現のための基盤
整備のうち、広く国民の健康向上に裨益する外部連携に係るもの」については、その成果が被災地の
住民にとどまらないため、一般会計において実施することとしている。

指摘の通り対応する。

指摘の通り対応する。

備考

復興庁

　本事業については、平成23年度補正予算（東北メディカル・メガバンク(0247)）が施設及び設備の整備、平成24年度以降の東日本大震災復興特別会計の予算（東北メディカル・メガバンク
(0039)）が事業の実施体制の立上げ及び健康調査等の事業運営、平成25年度からの一般会計予算（東北メディカル・メガバンク(新25-0022)）が、特に広く国民の健康向上に裨益する研究となっ
ている。
　東北メディカル・メガバンク計画については、総合科学技術会議において平成24年8月に評価結果を決定しており、その中では、「コホート調査」、「バイオバンク構築」、「ゲノム情報等の解析」の
各テーマについて達成目標を検証可能な形で明確に示すとともに工程表を示す必要があることや、本事業の最終的な目標としている次世代医療の実現や新産業の創出について、いつどのよう
な形で実現させるのかという具体的な道筋が現時点では示されていないことなどが指摘されている。
　その後、「東北メディカル・メガバンク計画 全体計画」が策定され、各テーマに対して、達成目標、リスクと課題、それらに関する対応策が検討され、工程表が作成されており、平成25年度秋のコ
ホート調査の本格実施までに確定させる予定とされている。
　本事業の最終的な目標としている次世代医療の実現等についての具体的な道筋に関して、総合科学技術会議の評価結果においては、平成29年度からの第2段階の事業へ移行する前までに
対応を行うことが求められているが、①平成28年度までの第1段階においては、工程表に掲げられる毎年度の目標について、行政事業レビューシートの成果目標として掲載し、本事業の毎年度の
執行実態の点検・検証を着実に進めるべきである。
　また、平成25年度から、特に広く国民の健康向上に裨益する研究については一般会計予算で計上されていることから、②今後の事業の進展の中で、被災地の復興に必要な事業かどうかの観
点から、東日本大震災復興特別会計で計上するものと一般会計で計上するものを厳格に整理していくべきである。

①平成28年度までの第1段階においては、工
程表に掲げられる毎年度の目標について、行
政事業レビューシートの成果目標として掲載
し、本事業の毎年度の執行実態の点検・検証
を着実に進めるべきである

②今後の事業の進展の中で、被災地の復興
に必要な事業かどうかの観点から、東日本大
震災復興特別会計で計上するものと一般会
計で計上するものを厳格に整理していくべき

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（東北メディカル・メガバンク（復興関連事業）（0039）、東北メディカル・メガバンク（復興関連事業）（0247）（文部科学省計上）、東北メディカル・メガバンク
（新25-0022）（文部科学省計上））

検討の方向性
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

【実施内容】
●平成24年度補正予算
　 各市町村に訓練計画を作成させ、その訓練計画に即した訓練を実施し、訓練や資機材等
の有効性を検証し、報告してもらい装備の基準改正に反映させる。
　なお、訓練計画については、最低限の項目として、想定した災害の状況に応じ、住民の避
難誘導、消防団員の退避、安全を確認したうえでの救助活動等を入れるものとする。
●平成25年度補正予算
　 現在消防団員の教育に関する検討会を開催しており、消防学校での消防団教育に関する
基準の改正を検討しているところである。
　 消防団の訓練は、消防学校のみならず、現場の団で行うことが一般的であることから、各
市町村において当該基準を参考とし、地域の実情に応じた訓練計画を作成させ、無償貸付
けする車両及び資機材の取扱いや救助に関する知識・技術の向上を図るため訓練を実施
し、その成果を検証する。
●平成26年度当初予算
　 現在消防団員の教育に関する検討会を開催しており、消防学校での消防団教育に関する
基準の改正を検討しているところである。
　 当該基準を踏まえ、各都道府県消防学校での消防団員教育の更なる充実のため、車両
及び資機材を無償貸付けし、教育訓練を実施し、その成果を検証する。
　
【方　法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【スケジュール】
　事業要綱の発出　　　　　　　　　　　　　　　貸付初年度より実施
　訓練内容の通知
　　　　　↓
　市町村から訓練計画の提出
　　　　　↓
　車両及び救助資機材の無償貸付け
　　　　　↓
  訓練計画に則した訓練の実施
　　　　　↓
　市町村から訓練結果報告
　　　　　↓
　全国の消防団へフィードバック

備考

　本事業は、平成24年度補正予算及
び平成26年度概算要求において、消
防庁が消防団車両等を購入した上で
地方自治体に無償貸付し、各消防団
が検証訓練を行い、その結果を消防
団の装備基準の見直しに反映させる
事業である。
　本事業については、貸付期間を原則
1年としながら、訓練の検証及び基準
の見直しについて、2年を1サイクルと
想定するとともに、車両の返還等につ
いては、「十分訓練が実施された場
合」としているなど、無償貸与の在り方
や訓練及びその検証の計画自体が十
分に固まっておらず、貸付期間も長期
化するおそれがある。
　行政事業レビューにおける事業の点
検・見直しの視点（平成25年8月6日行
政改革推進会議）において、「事業の
実施に当たって、事業の目的と整合的
で具体的な計画が策定されている
か。」、「費目・使途が事業目的に即し
真に必要なものに限定されている
か。」との視点を提示しているところで
あり、無償貸付及び訓練の実施・検証
の内容については、このような視点で
十分検討すべきである。

　 本事業の目的は、消防団員の災害対応能力
の向上を図り、地域防災力の一層の強化を目
指すことである。
　 本事業を実施するに当たっては、「事業の実
施に当たって、事業の目的と整合的で具体的な
計画が策定されているか。」という視点を踏ま
え、事業要綱を定め、その要綱に基づき、事業
申請時に、各地域の実情に応じた訓練計画を
各市町村に提出させるとともに、計画に即した
訓練を実施させ、その結果を報告書として提出
させることとする。
　 その後の貸付けに当たっては、災害対応能
力の向上を図るため、総務省令に基づき、地方
公共団体に対し、事前に訓練計画及び訓練結
果の提出を求め、貸付先の地方公共団体にお
いて貸付財産が効率的・効果的に活用されてい
ることを消防庁としてチェックすることとする。

総務省

消防団の充実強化・安全対策の推進等地域防災力の強化に要する経費（0157）

　本事業は、平成24年度補正予算及び平成26年度概算要求において、消防庁が消防団車両等を購入した上で地方自治体に無償貸付し、各消防団が検証訓練を行い、その結果を消防団の装備基準の見
直しに反映させる事業である。
　本事業については、貸付期間を原則1年としながら、訓練の検証及び基準の見直しについて、2年を1サイクルと想定するとともに、車両の返還等については、「十分訓練が実施された場合」としているなど、
無償貸与の在り方や訓練及びその検証の計画自体が十分に固まっておらず、貸付期間も長期化するおそれがある。
　行政事業レビューにおける事業の点検・見直しの視点（平成25年8月6日行政改革推進会議）において、「事業の実施に当たって、事業の目的と整合的で具体的な計画が策定されているか。」、「費目・使途
が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。」との視点を提示しているところであり、無償貸付及び訓練の実施・検証の内容については、このような視点で十分検討すべきである。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　指摘も踏まえ、本事業の実施にあ
たっては、他の事例や事業の必要性・
効果等を十分に検証した上で、全国各
地の担い手を育成するために真に必
要なモデル団体に絞り込んで調査を行
うこととする。

　本事業は、担い手の育成が進んでいる地域が、地域外から受講生を募り、合宿形
式で関係者が一堂に会して議論を行い、また、現地でフィールドワークを行うことで、
優れた地域づくりのノウハウを伝え、そのノウハウを地域外にも広める取組を支援す
るものであり、その取組は、単年度ではなく、モデル事業実施後もその地域で継続
的に行われることを想定している。
　今後は、モデル事業実施団体の公募までに、改めて他の事例や事業の必要性・効
果等を十分に検証し、全国各地の担い手を継続的に育成する事例の構築のため
に、真に必要な調査事業となるよう公募の要件等について十分な検討を行う。
　そのような観点から、モデル事業実施団体の選定にあたっては、有識者による選
考を行い、先進性や独自性、継続性などを十分に精査することとし、また、指摘を踏
まえ、真に事例構築に必要な団体に絞り（５箇所→３箇所）、事業実施することとした
い。
　なお、夏頃にモデル事業実施団体における事業着手が可能となるよう、予算成立
後できるだけ速やかに公募手続き、有識者による選考等を行い、モデル事業実施団
体の選定を進める予定である。

備考

　本事業は、優れた地域づくりのノウハウを地域外にも広める
ことを目的として、担い手の育成が進んでいる地域が、地域外
から受講生を募って開催する担い手の人材育成講座のモデル
実証事業を行うものである。
　担い手の育成に関しては、総務省の「地域振興に要する経費
（「地域経済循環の創造」の推進に必要な経費、過疎地域対策
に要する経費、定住自立圏構想推進費等を除く。）」の中の「人
材力活性化に要する経費」により開催した人材力活性化研究
会において、人材育成に関する取組について事例調査してい
る。調査事例の中には、開催地域以外の者も対象とするもの
や、地域づくりのノウハウを地域外に広める取組もあり、その成
果物として、「人材力活性化プログラム」、「地域づくり活動の
リーダー育成のためのカリキュラム」、「地域づくり人の育成に
関する手引き」、「地域づくり人育成ハンドブック」がまとめられ
ている。
また、一般財団法人地域活性化センターにおいても、平成17年
度から、地域再生について様々な視点から考えるワークショッ
プ「地域再生実践塾」を全国で開催し、中心市街地の活性化や
地域ブランドの確立など地域で課題となっているテーマを選定
し、先進的な地域を開催地として、ケーススタディを中心とした
カリキュラムを展開している。
　　このため、本事業についても、既に全国で行われている他
の事例と比べて先進性があるか、実質的な補助事業となってい
ないか、また必要性や効果等を十分に検証し、真に事例構築
に必要な調査に絞り込んで実施すべきである。

総務省

　本事業は、優れた地域づくりのノウハウを地域外にも広めることを目的として、担い手の育成が進んでいる地域が、地域外から受講生を募って開催する担い手の人材育成講座
のモデル実証事業を行うものである。
　担い手の育成に関しては、総務省の「地域振興に要する経費（「地域経済循環の創造」の推進に必要な経費、過疎地域対策に要する経費、定住自立圏構想推進費等を除く。）」
の中の「人材力活性化に要する経費」により開催した人材力活性化研究会において、人材育成に関する取組について事例調査している。調査事例の中には、開催地域以外の者
も対象とするものや、地域づくりのノウハウを地域外に広める取組もあり、その成果物として、「人材力活性化プログラム」、「地域づくり活動のリーダー育成のためのカリキュラ
ム」、「地域づくり人の育成に関する手引き」、「地域づくり人育成ハンドブック」がまとめられている。
また、一般財団法人地域活性化センターにおいても、平成17年度から、地域再生について様々な視点から考えるワークショップ「地域再生実践塾」を全国で開催し、中心市街地の
活性化や地域ブランドの確立など地域で課題となっているテーマを選定し、先進的な地域を開催地として、ケーススタディを中心としたカリキュラムを展開している。
　　このため、本事業についても、既に全国で行われている他の事例と比べて先進性があるか、実質的な補助事業となっていないか、また必要性や効果等を十分に検証し、真に
事例構築に必要な調査に絞り込んで実施すべきである。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

地域の担い手創造に要する経費（新26-0005）

検討の方向性

41



担当府省名

テーマ

指摘事項

　指摘のとおり、国際機関の日本人職員を増やしていくた
めには、国際機関で勤務していく上で必要とされる資質を
既に備えたJPOの採用率を高めていくことが重要であり、
既に任期を終えたJPO経験者を含めて、国際機関でのポ
スト獲得のための支援を強化していくこととする。

１　すべてのJPO経験者の就業状況の把握と国際機関勤務を希望する者への支援
（１）JPO任期終了後、JICA等での勤務を経て国際機関に復帰する者もいることから、現在は
国際機関で勤務していないJPO経験者に対し、国際機関で勤務する意思につき調査を行い、
意思のある者に対してポストの募集情報の提供や、応募に際しての支援を行う。
（２）上記の照会を本年12月に実施し、以降、支援業務を順次実施していく。

２　JPO選考試験プロセスの改革
（１）現在、JPO選考試験を経て日本政府が選抜した候補者に対して、国際機関がポストを用
意している。この点に関し一部の国際機関から、国際機関の採用においては業績や人柄等が
既に知られている内部職員が有利であり、JPOの選考段階で国際機関が関与することにより
JPOを内部職員扱いとすることができるので有利であるとの示唆があった。このため、この取
扱いとなる国際機関に派遣するJPOについては、選考過程の中で国際機関が候補者を面接
するプロセスを設けるよう国際機関と調整中。

３　現役JPOに対する指導の強化
（１）従来からJPOの採用率向上を図るため、ポスト獲得に向けて在外公館の支援強化、ポス
ト獲得を目指す旨の同意書のとりつけ等の措置を講じてきているが、JPOの派遣費用が国民
の税金で賄われていること及び国際機関での勤務を目指すことが制度の趣旨であるとの意識
を促すための指導を強化する。
（２）平成25年JPO試験合格者の赴任前研修（平成26年1月予定）において、実例をもとにある
べき姿を説明しつつ、自覚の強化を促す。また、現役のJPOに対しても、当該研修と同時期
に、文書をもって自覚の強化を促す。

４　広報活動の強化・改善
　より効率的に優秀な人材を確保すべく、以下の改善を実施。
（１）新聞広告
　平成２４年度に実施した国内紙での広告掲載を、平成２５年度は海外の日本人向けコミュニ
ティー紙での掲載に切り替え、掲載１回あたりの経費を抑えるとともに、複数都市で複数回の
掲載を行い、語学力の高い日本人留学生・企業関係者に対する広報を強化する（本年度は平
成２６年２～３月に広告掲載予定）。
（２）ガイダンス
　国内については、平成２５年度より、過去のＪＰＯ派遣者の出身大学等で重点的にガイダン
スを開催しているほか、国際教育に力を入れる高校等での実施についても平成２６年度から
の実施に向け学校側との調整を開始している。また、海外でのガイダンスも引き続き行い、高
い語学力を有する日本人留学生や企業関係者が国際機関に関心を持つように広報に努め
る。

　JPOの国際機関採用率については、従前は
任期終了後６か月以内を基準に集計してきた
が（結果は64％）、この期間要件を外した上で
平成12年度以降のJPO選考試験合格者につ
いて追跡調査を行った結果、JPO任期終了の
数年後に国際機関でポストを獲得した者を加
えると、国際機関での勤務経験のあるJPO経
験者の割合は計70％であった。また、国際機
関側から見ても即戦力となり得るJICAや国際
NGO等の国際協力関連業務に従事する者も
10％いることが判明した。一方、諸外国のＪＰ
Ｏ定着率はおおむね４～６割であり、他国との
比較という観点からは、日本のＪＰＯ定着率は
低くない。
　なお、国連関係機関の邦人職員の４３％、ま
た、幹部職員の３８％がJPO経験者であり、
JPOは邦人職員増強のための根幹となる人材
供給源である。

備考

外務省

本事業は、「国連関係機関における邦人職員数を増やし、日本のプレゼンスを高めること」を共通の目的として、「ＪＰＯ（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー）派遣制度を利用した国際機関へ
の邦人派遣」（152）及び「国際機関職員を希望する者に対する広報事業や国際機関向け人材の発掘・育成研修等」（041）を実施している。成果目標は本年度までに「国連関係機関における邦人
職員数を平成21年比15％増（814名）」とされているが、現状では764名に留まっている。財政資源の有効活用の観点からは、これらの事業の目標達成には派遣者の採用率を引き上げることが不
可欠であり、個々の事業効果の検証及びこれを踏まえた事業の見直しが必要ではないか。（①）
国際機関邦人職員増強事業のうち人材発掘・育成研修事業については、過去２年間の実績として100名が参加したが、そのうち修了者は59名に留まるとともにＪＰＯ合格者は２名となっており、事
業のあり方について抜本的な見直しが必要ではないか。（②）

財政資源の有効活用の観点から
は、これらの事業の目標達成には
派遣者の採用率を引き上げること
が不可欠であり、個々の事業効果
の検証及びこれを踏まえた事業の
見直しが必要ではないか。（①）

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（国際機関職員派遣信託基金（ＪＰＯ）拠出金（任意拠出金）（152）、国際機関邦人職員増強（041））

検討の方向性
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１　平成２５年度については，講座内容やレベルを維持しつつも，講座日程を約３ヶ月間（平成
２４年度）から約４ヶ月間（平成２５年度）へ変更し、これまでより１ヶ月長い期間で実施すること
で，受講生が余裕を持って受講できるよう改善を行っており，修了率が向上することを見込ん
でいる。また，平成２６年度については，平成２５年度の修了率を踏まえ，より改善すべき点が
ないかを分析した上で，事業を実施していく。

２　現在の受講生に対しては，研修終了後１年以内に，ＪＰＯもしくは国際機関空席ポストへの
応募を行うよう指導を行い，ＪＰＯもしくは国際機関への応募を念頭に置きつつ，研修を受講
するようにしている。また，研修開始直後に，外務省国際機関人事センター長がＪＰＯ制度を
含む国際機関の採用制度に関する講座を実施するとともに，講座最終日（来年１月１８日予
定）に同センター長が出席し，ＪＰＯを受験するよう呼びかける予定。更に，講座のＯＢ／ＯＧに
対しては，ＪＰＯ応募受付開始時（来年３～４月予定）にメーリングリストを通じて応募を呼びか
ける等，国際機関採用試験等への応募に向けた積極的な情報発信を行っていく。

３　就職予備校・語学学校等とのアポイントを取り付け，当方から本事業の概要を説明しつ
つ，本事業の改善点について先方の意見・見方を聴取した。（平成２５年１２月実施済）
　今後も語学学校等の意見も踏まえて事業の見直しを行っていく。

本研修事業は平成２３年度より開始したもので
あり，人材育成の成果が表れるには一定の時
間が必要である。
また，国際機関での採用は基本的にポストが
空いたときにのみ行われることから，個々の本
研修受講生の専門性を活かせるポストの公募
が毎年行われる訳ではないことをも踏まえ、長
期ターム（５年程度）でも本研修事業の有用性
を検証していく。

国際機関邦人職員増強事業のう
ち人材発掘・育成研修事業につい
ては・・・事業のあり方について抜
本的な見直しが必要ではないか。
（②）

１　修了者数に関する指摘を踏まえ，修了者数に関する
分析を行ったところ，平成２３年度は修了率が８４％で
あったのに対し，平成２４年度は４３％となっていた。その
ため，平成２４年度に低下した原因を分析したところ，講
座内容が平成２３年度よりハイレベルなものとなったこと，
及びほぼ毎週土日に半日もしくは全日の講座を実施する
など講座日程がタイトなものとなったことが原因と考えら
れたため，平成２５年度の講座ではこれらの原因に対す
る改善策を講ずることとする。

２　ＪＰＯ合格者数に関する指摘を踏まえ，過去の受講生
に対してフォローアップ調査を行った結果，ＪＰＯ・国際機
関採用試験の受験者数が少ないことが判明したため，現
役及びＯＢ／ＯＧの受講生に対し，ＪＰＯ・国際機関採用
試験への応募を行うよう指導・働きかけを行うこととする。

３　事業のあり方の抜本的な見直しに関する指摘につい
ては，上記１及び２の改善策の効果を見た上で検討する
必要があるが，他の本件研修実施団体の発掘のため，
受験指導での豊富な知見を有する就職予備校及び英語
でのプレゼン指導を行っている語学学校との間で意見交
換を行うこととする。
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担当府省名

テーマ

指摘事項

1.契約の必要性（１社のみと契約した場合との費用対効果等）について改
めて省内で検討したところ、①速報性の高いニュースを網羅的・中立的に
入手するためには、複数のソースから入手することが必要、②両サービ
スともに更なるサービス向上が期待できることから、当座の平成２６年度
については一定の効率化を踏まえ、両社と単年度での契約継続が必要と
判断。

2.平成２６年度の具体的な契約方法については、２５年度第４四半期中
に、調達方針改善の方向性についての検討を実施。

3.平成２７年度以降の契約に当たっては、利用実態、費用対効果等を精
査しゼロベースで検討するワーキンググループを開催し、毎年度判断して
いくこととする。

必ずしも両社との契約について
２社と契約することの必要性や
１社のみと契約した場合との費
用対効果等の比較考量が実施
されておらず、「両社との契約
の必要性をゼロベースで精査」
したとは言い難い。・・・平成25
年行政事業レビュー外部有識
者コメントのとおり、契約の必要
性をゼロベースで検討するとと
もに、当年度のパフォーマンス
を踏まえ次年度以降の契約の
あり方に反映させる（ＰＤＣＡ）よ
う工夫するなど、更なる見直し
を行うべきではないか。

指摘を踏まえ，ゼロベースでの検討に
ついて再確認を行うとともに，PDCAの
具体的内容について検討を行う。

外務省

更に見直しの余地があると考えられる事例（国内報道機関対策（082）（時事通信社バイリンガルニュース及び共同通信社バイリンガルニュース））

本事業は、平成22年外務省行政事業レビュー公開プロセスにおいて「「廃止」も含めた見直しを行う。また、契約期間の問題があることもあり、当面は契約額の引き下げに向けた交渉に努める。契
約期間満了後、両社との契約の必要性をゼロベースで精査していきたい」との評価がなされている。今回、契約期限満了を踏まえ見直しをしたところであるが、必ずしも両社との契約について２社と
契約することの必要性や１社のみと契約した場合との費用対効果等の比較考量が実施されておらず、「両社との契約の必要性をゼロベースで精査」したとは言い難い。
なお、本事業は単年度契約に変更されているところ、次年度の契約に向け、平成25年行政事業レビュー外部有識者コメントのとおり、契約の必要性をゼロベースで検討するとともに、当年度のパ
フォーマンスを踏まえ次年度以降の契約のあり方に反映させる（ＰＤＣＡ）よう工夫するなど、更なる見直しを行うべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

学校健康教育課において指摘事項を踏まえた事業実施箇所数の積算の見直しを行った。
具体的には、委託事業の実施予定箇所数を、60箇所から30箇所とした。

平成24年度委託箇所数　34箇所
平成25年度委託箇所数　34箇所

文部科学省

　本事業については、平成24年度の執行率が予算額の45.8%に留まり、行政事業レビューにおける外部有識者の所見において、「多額の不用額が生じていることから、その要因を分析し、事業内容
の見直しを検討すべき」との指摘がなされている。担当部局からは、当該年度が事業開始年度であったことによる周知不足により、67件を予定していた採択数が34件に留まったことをその要因として
分析し、具体的な取組や留意点をまとめた「Ｑ＆Ａ」の配付等の対応をした旨の説明を受けているが、２年目に当たる今年度の応募数も34件に留まっており、不用の理由に十分に対応されていると
は言い難い。また、応募件数が採択予定数を大幅に下回ったことで、平成24年度及び25年度の応募案件に対する採択率はいずれも100％となっており、事業の対象が、効果が十分に見込まれるも
のに重点化されているか疑問がある。
　このような状況においても、①平成26年度概算要求では事業実施箇所60件分の積算がなされているが、その根拠が明確でないことから、行政事業レビュー推進チームの「平成26年度概算要求に
予算の大幅な縮減を反映すべき」との所見を踏まえ、実績に合わせて対象事業数を明確に絞り、予算額の縮減を図るべきである。

①平成26年度概算要求では事業実施箇所60
件分の積算がなされているが、その根拠が明
確でないことから、行政事業レビュー推進
チームの「平成26年度概算要求に予算の大
幅な縮減を反映すべき」との所見を踏まえ、
実績に合わせて対象事業数を明確に絞り、予
算額の縮減を図る。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（学校保健課題解決支援事業（0085））

検討の方向性

指摘を踏まえ、事業実施箇所数の積算について
見直しを行うこととする。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

担当部局（体育参事官）において指摘事項を踏まえ終了予定年度を平成27年度末と設定し、行政
事業レビューシートの修正を行い、すでにＨＰにも掲載済みである。

文部科学省

「幼児期の運動促進に関する普及啓発事業」（以下「旧事業」という。）については、今年度の行政事業レビュー公開プロセスにおける議論を踏まえて廃止し、旧事業において既に取り組まれた実践
研究を映像資料（DVD）化し、全国の幼稚園等で実践されるように普及することを目的とする「幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業」（以下「新事業」という。）が、平成26年度の新規事業と
して要求されている。
新事業については、①終了予定年度が設定されていないが、このような事業の趣旨・目的に照らし、必要最小限の期間に限定して実施すべきである。

①当該事業について、終了予定年
度の設定を行う。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業（新26-0032））

検討の方向性

指摘を踏まえ、当該事業の終了予定年度を設定
する。

備考
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・事業実施に係る有識者による検討を行うため、平成25年11月15日に「医療情報データ
ベース基盤整備事業のあり方に関する検討会」を設置し、平成25年度内を目途に事業の
あり方、方向性について検討を行い、一定の結果を得ることとし、平成26年6月末までに報
告をまとめる。
・平成26年度予算については、事業の検証による必要経費の精査を行い概算要求に適
切に反映した。

・有識者による検討を行う。
  →必要なデータ数、データの内容及び事業のスケ
ジュール、達成時期について検討を行う。

・有識者による検討を行う。
　→拠点病院のあり方、選定の要件、参加協力依頼の
方法などについて検討を行う。
　→地域連携のあり方や方法について検討を行う。

・有識者による検討を行う。
　→事業運営の財源としての国費のあり方について検
討を行う。
　→事業運営における国費以外の財源のあり方につ
いて検討を行う。

・精査の結果、平成26年度の事業遂行に関し、ｼｽﾃﾑ保守料、調査経費及び賃金等につ
き見直しを行い、概算要求に反映した。

【各論④】
概算要求へ適切に反映させることが
必要

・有識者の検討を待たずに精査できる部分の検証を早
急に行う。

【総括】
公開プロセスにおける評価結果を踏
まえた抜本的な見直しを早急に行う
べき

・公開プロセスにおける評価を踏まえ、事業内容等に
つき有識者による検討を行う。
・また、データベース事業の遂行について検証を行い、
検討結果を踏まえた必要経費の精査を行う。

【各論①】
データベースの規模や達成時期等の
検証・明確化

・事業実施に係る有識者による検討を行うため、平成25年11月15日に「医療情報データ
ベース基盤整備事業のあり方に関する検討会」を設置。

・第１回会合を平成25年12月18日に開催（次回会合を平成26年1月20日に開催）。

【各論②】
手法の再検討

【各論③】
費用負担の検証を念頭に更なる見直
し

厚生労働省

更に見直しの余地があると考えられる事例（医療情報データベース事業（１９２））

　本事業については、平成25年度厚生労働省行政事業レビュー公開プロセスにおいて「①データベースの規模や達成時期等の検証・明確化、②手法の再検討、③費用負担の
検証を念頭に更なる見直しを行い、④概算要求へ適切に反映させることが必要」との評価がなされた。概算要求においては、同事業の在り方や方法に関する根本的な議論や
具体的な見直しが行われないまま、既整備の10病院に係るデータベースの試行経費等が要求されている。（概算要求は１０７百万円の減額となっているが、これらは医療情報
データベースのシステム構築完了に伴う自然減）
　厚生労働省においては本事業の見直しに向けた有識者会議を立ち上げるとしているが、公開プロセスにおける評価結果を踏まえた抜本的な見直しを早急に行うべきである。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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　予算編成過程において、指摘事項を踏まえ、さらなる合理化、効率化の効果が図れるよう、積算の
再精査を行った。
　具体的には、拠点再編効果及び事業統合効果について、さらなる効果の精査を行い、政府予算案
に反映させた。

　ご指摘を踏まえ、拠点再編（７カ所を廃止）にかかる経費
について、積算の再精査を行い、更なる効果を図り、概算
要求に反映することとする。

　予算編成過程において、指摘事項を踏まえ、さらなる合理化、効率化の効果が図れるよう、積算の
再精査を行った。
　具体的には、拠点再編（７カ所を廃止）に伴う原状回復費用等一時的経費、再編後の拠点に係る入
居工事費用や光熱水料などの管理運営費について、積算の再精査及び更なる効率化を図り、26年
度概算要求額から更に▲42百万円の見直しを行い、政府予算案に反映させた。

　ご指摘を踏まえ、事業統合にかかる経費について、積算
の再精査を行い、更なる効果を図り、概算要求に反映す
ることとする。

　予算編成過程において、指摘事項を踏まえ、さらなる合理化、効率化の効果が図れるよう、積算の
再精査を行った。
　具体的には、事業統合にかかる経費について、就職支援ナビゲーターの更なる効率化（26概算要
求623人→26政府予算案598人。）及び就職面接会の実施回数の見直しにより、26年度概算要求額
から更に▲1億23百万円の見直しを行い、政府予算案に反映させた。

厚生労働省

更に見直しの余地があると考えられる事例（非正規労働者総合支援事業推進費（４６０））

　本事業については、平成25年度厚生労働省行政事業レビュー公開プロセスにおいて「支援対象の明確化やその効果の検証、民間との住み分けの明示を念頭に更なる見直しを行い、概算要求へ
適切に反映させることが必要」との評価がなされたところである。
概算要求においては支援対象者の年齢や就労経験等を明確化した上で、類似事業であるフリーター等支援事業に統合するなど一定の見直しを図っているが、合理化・効率化に伴う予算への影響
額が把握されておらず、①拠点再編効果（7カ所を廃止）や②事業統合効果（フリーター等支援事業との統合）が概算要求に十分に反映が行われているとは言い難い。
公開プロセスにおいて「設置個所の再編整理による効果を具体的に測定した上で事業遂行する必要がある」等の意見が呈されていることも踏まえた対応を早急に行うべきではないか。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考

【総論】
公開プロセスにおいて「設置個所の再
編整理による効果を具体的に測定した
上で事業遂行する必要がある」等の意
見が呈されていることも踏まえた対応を
早急に行うべき

　ご指摘を踏まえ、さらなる合理化、効率化の効果が図れ
るよう、積算の再精査を行う。
　また、新わかものハローワークにおいては、キャリアアッ
プハローワークでのノウハウも活かし、これまで実施して
きた担当者による個別支援に加え、学び直しのための訓
練機関への誘導や就職後の定着支援といったニーズに
応じた再編を行うこととする。

【各論①】
拠点再編効果（7カ所を廃止）の概算要
求への反映

【各論②】
事業統合効果（フリーター等支援事業と
の統合）の概算要求への反映

・25年度予算額 40億3百万円 
（非正規労働者総合支援事業推進費：20億94百万円、わかものハロワーク：19億9百万円） 
・26年度概算要求額 39億41百万円（うち一時的経費：2億29百万円） 
（非正規労働者総合支援事業推進費：1億21百万円、わかものハロワーク38億19百万円） 
・26年度政府予算案 37億76百万円（うち一時的経費 1億73百万円）【対26概算要求額：▲1億65百万円】 
（非正規労働者総合支援事業推進費：62百万円、わかものハロワーク37億13百万円） 
※一時的経費を除く26年度政府予算案 36億3百万円  【対25予算額：▲4億円】 
※26年度政府予算案には消費増税分を含む。 
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　予算編成を通じて、平成２５年度補正予算及び平成２６年度の６次産
業化に係るハード事業については、６次産業化ネットワーク活動整備交
付金に予算を重点化するとともに、農林漁業者の単独の取組を補助対
象外とし、農林漁業者が多様な事業者とネットワークを構築する取組に
限定した。

平成25年度公開プロセスの際「資産
形成を伴う投資事業に補助金支援を
行うことは避けるべき」「ファンド制度
ができた以上、補助金制度を廃止す
べき」「ファンドによる持分出資、融資
によって黒字化が見込めるものを支
援すれば良い」との指摘があり、「事
業全体の抜本改善」との評価結果が
出たにもかかわらず、交付金化という
手法の改善にとどまっており、公開プ
ロセスの指摘を踏まえたより抜本的
な制度の見直しを検討すべきであ
る。

１．公開プロセスでの「資産形成を伴う投資事業に補助金支援を行うことを避ける
べき」との指摘を踏まえ、個人の資産形成に直結する取組を対象外とし、大規模で
波及効果が地域全体に及び、いわば地域の財産として位置づけられるような取組
に限定して支援を行う形に見直す。
　　このため、２５年度補正予算及び２６年度予算においては、２５年度予算では支
援対象としている農林漁業者単独の取組を対象外とし、農林漁業者が地域の他
の農林漁業者、食品加工業者、外食事業者、流通業者、観光業者等の多様な事
業者とネットワークを構築して取り組むものに限定して支援する形に見直す。

２．また、併せて、公開プロセスでの「地方自治体レベルで細やかな対応をした方
が良い」との指摘を踏まえ、都道府県を通じて、６次産業化に取り組む農林漁業者
等に対して、細やかな事業対応が可能な「６次産業化ネットワーク活動整備交付
金」に大幅に重点化する形で見直す。

３．なお、ファンドについては、企業的経営を行う事業者が経営の多角化などによ
り、６次産業化に本格的に対応していく段階を主な支援対象としており、資本も小
さく、２・３次のノウハウも少ない一般の農林漁業者にとっては、ハードルが高いた
め、ファンドだけでは６次産業化の取組は広がらない状況にある。
　このように、資本は小さいが、成長分野への参入に向けて、新たな事業展開に
チャレンジする事業者に対しては、商工業の中小企業や小規模事業者であって
も、その事業立ち上げに対して、補助金による支援を行っているのが実態である。
　さらに、農業は、
①　気象等の自然条件の影響を受けやすく経営が不安定
②　収穫も年に１回から数回程度で、作付品目の転換も簡単ではないこと
③　は種や収穫時期に作業が集中し、通年安定的な雇用が難しいこと
など、年間安定的に生産が可能で、生産サイクルも短い商工業者に比べ、計画
的、効率的に経営を行うことが困難な側面があり、６次産業化のように自ら生産し
た農林水産物を活用して、加工等新たな分野に取り組む初期の段階では、まずは
補助金による支援により、インセンティブをつけて成功事例を数多く作っていくこと
で、６次産業化の取組を促進することが必要である。

農林水産省

6次産業化整備支援事業(0149)
6次産業化ネットワーク推進対策事業(25-0009)

平成25年度公開プロセスの際「資産形成を伴う投資事業に補助金支援を行うことは避けるべき」「ファンド制度ができた以上、補助金制度を廃止すべき」「ファンドによる持分出資、融資に
よって黒字化が見込めるものを支援すれば良い」との指摘があり、「事業全体の抜本改善」との評価結果が出たにもかかわらず、交付金化という手法の改善にとどまっており、公開プロセ
スの指摘を踏まえたより抜本的な制度の見直しを検討すべきである。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール 備考
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 具体的には、以下に掲げる見直しを図り、対前年度予算からの大幅な削減を図る。
① 　補助メニューの見直しに当たっては、森林施業プランナー活動について、講演会や
ディスカッションを行うワークショップの開催に対する補助を廃止するほか、研修生が先進
事業体に出向して技術習得するＯＪＴ研修を廃止する。
② 　さらに、本事業で実施する研修の内容を抜本的に見直し､平成２６年度からは､研修
のコースを縮減する。
③　継続する補助メニューについては、現在､定額補助（１０／１０補助）となっている部分
について､平成２６年度から補助率を１／２とする。

　公開プロセスにおける「森林事業者、森林組合が主体
的に行うべき事業ではないか」､「支援するとしても１０／
１０補助はあり得ない」や今回の行政改革推進会議から
の指摘を踏まえ、補助メニューについて、平成23年より
国が施策として推し進めている施業集約化を担う人材を
育成するために国が支援する必要があるものに限定す
るとともに、継続メニューについても、事業体が主体的に
実施するとの観点から補助率を見直す等の大幅な見直
しを図る。

備考

農林水産省

平成25年度公開プロセスの際「森林事業者、森林組合が主体的に行うべき事業ではないか」等との指摘があり、「事業全体の抜本的改善」との評価結果が示されたが、事業の一部見直しにとどまっ
ており、公開プロセスの指摘を踏まえた対応について一層の見直しを検討すべきである。

平成25年度公開プロセスの際「森林
事業者、森林組合が主体的に行うべ
き事業ではないか」等との指摘があ
り、「事業全体の抜本的改善」との評
価結果が示されたが、事業の一部見
直しにとどまっており、公開プロセス
の指摘を踏まえた対応について一層
の見直しを検討すべきである。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

森林施業プランナー実践力向上対策事業 (0219)

検討の方向性
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農林水産省

外部有識者の所見として①「６次産業化を推進する事業に関しては、事業採算性の視点を欠き、事業の独立を促進することを妨げる恐れもあり、特に事業そのものに関する部分は、交付金ではなく貸付金とするこ
とを検討すべきである。」「事業の有効性に関して、整備後の事後評価を行っている点は評価できるが、活動実績、成果実績ともに当初見込みを下回っているため、「支援方策の見直し」等改善が必要である。」、ま
た②「繰越金の多さが目立つ」との指摘にもかかわらず、対応が図られていないことから、これらを踏まえた見直しを検討すべきである。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

強い水産業づくり交付金 (0286)

検討の方向性

①「６次産業化を推進する事業に
関しては、事業採算性の視点を欠
き、事業の独立を促進することを妨
げる恐れもあり、特に事業そのもの
に関する部分は、交付金ではなく
貸付金とすることを検討すべきであ
る。」「事業の有効性に関して、整
備後の事後評価を行っている点は
評価できるが、活動実績、成果実
績ともに当初見込みを下回ってい
るため、「支援方策の見直し」等改
善が必要である。」

②「繰越金の多さが目立つ」

 ①
 ・　26年度の予算執行までに、要綱、要領の見直しを行った上で支援内容が重複するメニュー
や利用率の低いメニューの廃止等を行う。
 ・　27年度概算要求においては、早急に事業実施主体等から意見を集約し、メニューの内容見
直し、融資への転換の可否等について検討を行い、その結果を反映させる。

②
・　26年度当初予算については、第1回目の公募を1月～2月に行うとともにヒアリングを行い、予
算成立時に速やかに割当内示を行う。
・　今後補正予算が措置された際には、成立の時期によって状況が変動するが、当初予算と同
様、予算配分を迅速に行うことにより、執行の円滑化及び予算の早期執行を図り、繰越の解消
を図ることとする。

１．ご指摘を踏まえ、事業内容については、まず事業実施主体である地方公共団体等から早急に
意見を聴取・集約し、メニューの内容見直し、融資への転換の可否等について検討を行い、27年度
概算要求においてその結果を反映させる方向で検討する。
　そうした中で、26年度にただちに対応できることとして、支援内容の重複により他のメニューでも対
応が可能であるメニューや利用率の低いメニューの廃止等を行う。

２．レビューシートに記載している24年度における成果実績について、その測定指標のうち
　　①資源管理・漁業経営安定対策加入漁業者による漁業生産の割合（達成度66.7％）
　　②個人経営体の漁労外収入（水産加工・直販等）（達成度90.8％）
の２指標については、本事業以外の複数の事業を合わせた実績である。
　本事業単独の成果指標である
　　③産地協議会による産地水産業強化計画の策定数
は、目標の124計画に対し133計画（達成度107.3％）と、目標を上回っているところ。
　また本事業単独の平成24年度の活動実績（事業実施件数）は、当初見込み（296件）を下回ったも
のの、263件と9割は確保しており、引き続き活動実績が当初見込みどおりとなるよう、取り組んでい
く。
　なお、水産業は、時化等の自然条件や来遊状況などの影響を受けやすいことから、年間を通じて
効率的・安定的な生産が可能な商工業と比べて経営が不安定であるため、知見のない分野に進出
する際のリスクを積極的に取れないのが現状である。したがって、初期段階の６次産業化を行う漁
業者にあっては、一定の資本やノウハウが必要な貸付金ではなく、補助金により支援を行い、６次
産業化の取組を促進することが効果的である。

３．また、繰越については、今回のご指摘を踏まえ、
　①　26年度予算から、第1回目の公募を予算成立前の1月～2月に行うとともにヒアリングを行い、
予算成立時に速やかに割当内示を行い、執行の円滑化及び予算の早期執行を図り、繰越の解消
を図ることとしている。
　②　補正予算が措置された際には、成立の時期によって状況が変動するが、当初予算と同様、予
算配分を迅速に行うことにより、執行の円滑化及び予算の早期執行を図り、繰越の解消を図ること
とする。

備考
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

指摘事項を踏まえ、他の国際機関の予算構成を参考としたERIAの適切な予算構成について、早
期に検討を進める。
さらに、我が国からERIAに対して、予算効率化に向けた働きかけを行っており、これまでワーク
ショップ開催にかかる会場経費等の節減やリサーチアシスタントの人数削減等の予算の効率化
の取組がなされてきた。引き続きERIA予算の効率化を推進するとともに、ERIAの有効活用により
我が国の国益に寄与する東アジア政策を実現していく。

備考

経済産業省

東アジア・ＡＳＥＡＮ経済協力センター（ＥＲＩＡ）への支援である東アジア経済統合研究協力事業・拠出金については、行政事業レビュー推進チームから、「日本が不相応に高い拠出金を割り当てられていないか、確認していくこと」との
指摘がなされ、これに対して、「引き続き、日本が不相応に高い分担金を割り当てられていないか、当該機関に予算の効率化や経費の節減の余地が無いか確認し、日本の負担割合の引き下げに努める。」としている。
拠出国の追加などの進展があるものの、諸外国の負担額は、２５年度予算ベースにおいて約１．７％と少額であることや、２５年度までに既に総額１２０億円を超える拠出をしていることなどを踏まえ、①諸外国に対して、より一層の負
担を求めるなどして、日本の負担割合の引下げの実現を図るべきである。

①諸外国に対して、より一層の負担
を求めるなどして、日本の負担割合
の引下げの実現を図るべきである。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

東アジア経済統合研究協力機構向け支出
　東アジア経済統合研究協力事業（0218）
　東アジア経済統合研究協力事業（0252）
　東アジア経済統合研究協力拠出金（0408）
　東アジア経済統合研究協力拠出金（25新規-0031）
　東アジア経済統合研究協力拠出金（25新規-0043）
　東アジア経済統合研究協力拠出金（25新規-0048）

検討の方向性

指摘を踏まえ、他の国際機関の予算構成を参考に
ERIAの適切な予算構成について検討を進めること
とする。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　指摘事項を踏まえて、最新の技術的な傾向・手法等中小企業にとって効果的な省エネに関す
る情報の収集を図るために必要となる件数（地域、業種・業態別にも対応が必要）に絞り込み、
圧縮分を平成２６年度当初予算案に反映した。
　（診断件数：　２０００件（H２５当初予算）⇒９５０件）

経済産業省

（公開プロセスにおいて）「事業全体の抜本的改善」との評価結果が示されたことを踏まえれば、中小企業への省エネルギー診断については、①情報発信を行うための真に必要な最小限の件数に絞
り込む、更なる見直しを行うべきである。

①情報発信を行うための真に必要な最小
限の件数に絞り込む、更なる見直しを行う
べき

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事業（省エネルギー対策導入促進事業費補助金）

検討の方向性

公開プロセスにおける指摘を踏まえ、平成２６年度概算要求にお
いては、これまでの事業を通じて事例が蓄積されつつある従来の
中小企業への省エネ診断については、一定の役割を終えたとし
て、来年度の実施予定件数を前年度比3割削減し、情報発信の体
制強化に取り組むこととしたところ。
今回の指摘を踏まえ、更なる精査を行い、情報発信の重点的強
化に必要な最小限の件数に絞り込む。

備考
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担当府省名

テーマ

指摘事項

観光庁において、『戦略的訪日拡大プランの推進』及び『訪日旅行促進事業(ビジッ
ト・ジャパン事業)』における事業対象（訴求対象セグメント等）や事業内容（プロモー
ション手法等）について、重複がないように予算に反映した。

また、事業実施に当たっては、『戦略的訪日拡大プランの推進』と『訪日旅行促進事
業（ビジット・ジャパン事業）』の両事業間において、次のような連携により効果的・効
率的な事業実施を図るべく、平成２５年度中に、最適なプロモーション方針を作成す
る。
例えば、『訪日旅行促進事業』で行う東南アジア各国における市場別の旅行会社向
け訪日商品造成・販売促進事業と軌を一にして、『戦略的訪日拡大プランの推進』に
おいて東南アジア横断的な消費者向け訪日促進キャンペーンを実施する。両事業が
連携することにより、旅行者の訪日への関心向上と旅行商品の造成販売促進の相
乗効果が期待できる。

また、平成２６年度の執行段階においても、観光庁が司令塔となって、上記プロモー
ション方針に従い着実に実施する。

なお、26年4月からの消費税増税により訪日旅行者数の落ち込みが懸念される中、
訪日旅行者数の増加及び旅行消費の拡大を図るため、行政改革推進会議からの通
告を踏まえ予算の重複排除に配慮した上で、春の旅行需要取り込みに向けた訪日
促進キャンペーンとして、25年度補正予算に1,100百万円を計上した。

備考

国土交通省

行政事業レビューによる点検・見直しの視点（平成25年8月6日行政改革推進会議）において、「重複排除の徹底や、より効果的・効率的な事業実施が図られるよう、連絡調整の場の設置や司令塔
の明確化など、十分な調整・連携が図られているか。」との事業の見直しの視点が示されたところであるが、平成26年度新規要求事業『戦略的訪日拡大プランの推進』は、『東南アジア・訪日１００万
人プラン』の対象国に訪日外国人旅行者数の大幅な増加が期待される国を対象に加えた事業であり、『戦略的訪日拡大プランの推進』に係る予算が実質的に『訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパ
ン事業)』の単なる積み増しとならないよう重複を排除するとともに、両事業間の十分な調整・連携を図り、より効果的・効率的に事業を実施できるよう適切な見直しを行うべきではないか。

『戦略的訪日拡大プランの推進』
に係る予算が実質的に『訪日旅行
促進事業(ビジット・ジャパン事業)』
の単なる積み増しとならないよう重
複を排除するとともに、両事業間
の十分な調整・連携を図り、より効
果的・効率的に事業を実施できる
よう適切な見直しを行うべきではな
いか。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例（訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）（244）、東南アジア・訪日１００万人プラン（新25-26）、戦略的訪日拡大プランの推進（新26-39））

検討の方向性

指摘を踏まえ、『戦略的訪日拡大プランの推進』
と『訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業)』と
の事業内容の区分を明確にし、予算の重複を排
除するとともに、両事業間の連携による効果的・
効率的な事業実施を図る。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　家庭向けのエコ診断は、そもそも将来的に民間事業者等による自立的な普及を見込んでおり、
本事業はそれまでの間の補助事業という位置付けであったが、指摘を踏まえ、平成26年度事業
の所要額を削減しつつ、民間による普及に向けた課題等について効率的な分析を進めること等に
より、制度の自立を促進することとした。
　また、平成25年度事業において、家庭エコ診断の普及戦略策定に向けた検討として、意識調査
等を基に受診意向ターゲット別分析等を行っている。本戦略の策定により、家庭エコ診断の目標
診断件数を設定するとともに、ライフステージの変化・ライフイベント・日常生活など様々な場面で
の接点を活用した受診拡大を行い、診断事業者の多様化を図りつつ、効果的・効率的に平成26
年度以降の事業を推進することとする。

備考

環境省

民間主体に対して診断を行う事業である「省エネルギー対策導入促進事業費補助金事業」について、本年度の経済産業省行政事業レビュー公開プロセスで、診断対象となる企業数に対して実際に
診断を受けた企業数が少ないことから対象企業の範囲を精査すべき旨の指摘が行われたことも踏まえて、本事業についても、明確な最終診断世帯数の目標を設定したうえで、その目標達成のた
めの取組のあり方とその取組の中で国が担うべき役割について検討すべきではないか。

最終診断世帯数の目標を設定し
たうえで、その目標達成のための
取組のあり方とその取組の中で国
が担うべき役割について検討を行
う。

個別項目 実施内容・方法・スケジュール

更に見直しの余地があると考えられる事例
家庭エコ診断推進基盤整備事業（０２０）、低炭素ライフスタイルイノベーションサポート推進事業（２６－００２７）

検討の方向性

指摘を踏まえ、診断による家庭の低炭素化を推進するた
めの効果的・効率的な手法を検討し、目標診断件数の設
定及びその達成に向けた普及戦略をとりまとめることとす
る。
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担当府省名

テーマ等

指摘事項

　予算編成過程において、前年度の執行状況（応札状況等）を検証し、その結果を平成
２６年度予算に反映した。
　また、今年度中に市場価格調査を実施し、２６年度の予算執行にその結果を反映さ
せるとともに、執行結果を踏まえ、平成２７年度概算要求へ適切に反映をさせていく。

備考

　本事業は、平成25年防衛省行政事業レビュー公開プ
ロセスにおいて、「発注の透明性、コスト削減の努力を
明らかにするような取組が必要」との指摘を受けてい
る。
　　また、「行政事業レビューにおける事業の点検・見
直しの視点」（平成25年8月7日行政改革推進会議）に
おいて、「物価や市場の実勢等を踏まえた単価等の見
直しが適切に行われているか。」、「執行実績に比べて
予算が過大に計上されていないか。数年にわたり不用
率が高い場合、執行実績を踏まえた事業内容の改善
や予算要求額の見直しは図られているか。」との視点
を提示している。
　　防衛省では、これらを受け、「25年度契約の調査分
析を行い、競争性の確保や予定価格積算の妥当性に
ついて他省庁の事例も踏まえ、適宜反映を検討してい
く。」として、平成27年度予算以降に反映を検討すると
のことであるが、毎年度のPDCAサイクルの徹底を図
る観点から、検討を先延ばしすることなく、公開プロセ
スの指摘を踏まえ、前年度の執行状況を検証し、その
結果を翌年度予算に反映すべきである。

　公開プロセスの指摘を踏まえ、前年度の執行状況等を検証
し、その結果を２６年度予算に反映させる。

防衛省

補償経費等（479）

本事業は、平成25年防衛省行政事業レビュー公開プロセスにおいて、「発注の透明性、コスト削減の努力を明らかにするような取組が必要」との指摘を受けている。
　　また、「行政事業レビューにおける事業の点検・見直しの視点」（平成25年8月7日行政改革推進会議）において、「物価や市場の実勢等を踏まえた単価等の見直しが適切に行われているか。」、「執行実績に比べて
予算が過大に計上されていないか。数年にわたり不用率が高い場合、執行実績を踏まえた事業内容の改善や予算要求額の見直しは図られているか。」との視点を提示している。
　　防衛省では、これらを受け、「25年度契約の調査分析を行い、競争性の確保や予定価格積算の妥当性について他省庁の事例も踏まえ、適宜反映を検討していく。」として、平成27年度予算以降に反映を検討すると
のことであるが、毎年度のPDCAサイクルの徹底を図る観点から、検討を先延ばしすることなく、公開プロセスの指摘を踏まえ、前年度の執行状況を検証し、その結果を翌年度予算に反映すべきである。

個別項目 検討の方向性 実施内容・方法・スケジュール
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